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第１節 基本的事項

１ 趣 旨

２０２５年（平成３７年）にいわゆる「団塊の世代」が全て７５歳以上となる中、

医療や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継

続できるような、切れ目のない医療及び介護の提供体制を構築するため、平成２６年

６月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備

等に関する法律」が成立しました。

この一括法では、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括

ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するため、医療法の中で医療計画の一部として「地域医療構想」が位置付けられま

した。

今後の高齢化の進展を踏まえると、医療のあり方は、主に青年壮年期の患者を対象

とした救命・救急、治癒、社会復帰を前提とした「病院完結型」の医療から、「慢性

疾患が多い」「複数の疾病を抱えることが多い」等の高齢者の特徴に合わせて、病気

と共存しながら生活の質の維持・向上を目指す医療、患者の住み慣れた地域や自宅で

の生活のための医療、地域で支える「地域完結型」の医療に重点を移していく必要が

あります。

地域医療構想は、このような医療のあり方の変化や人口構造の変化に対応したバラ

ンスのとれた医療提供体制を構築することを目指すものであり、①強制的な手段では

なく、目指す姿を可視化・共有したうえで、自主的な取組や関係者による協議を通じ

て構想の達成を目指すこと、②飛躍的に増加している活用可能なデータを用いて、客

観的なデータに基づく議論を行うこと、③地域ごとの人口構造の差や地域資源の違い

に対応するため、地域ごとに目指す姿を設定すること、といった手法を用いるもので

す。

このような取組を通じてバランスのとれた医療提供体制とすることは、①患者の方

々が、適切なリハビリを受けることや長期療養に適した環境で入院することなど、そ

の状態に合ったケアが受けられるようになる、②病床機能に応じた医療従事者配置と

することにより、限られた医療人材を有効活用することができる、③適切な機能の病

床への入院により、入院費用を適正化することができる、などの効果が期待でき、ひ

いては地域医療の確保につながるものです。

このような構想の考え方を踏まえつつ、平成２７年３月に国から示された「地域医

療構想策定ガイドライン」等を参考にしながら、平成２７年７月の「北海道地域医療

構想策定方針」に基づき、後志構想区域における「後志地域推進方針（別冊）～後志

圏域地域医療構想～」を取りまとめるものです。
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２ 当該構想区域

医療法に基づく「第二次医療圏」及び介護保険法に基づく「高齢者保健福祉圏域」

と同じ区域とし、区域名は「後志圏域地域医療構想区域」とします。

３ 名 称

「北海道医療計画［改定版］」後志地域推進方針（別冊）～後志圏域地域医療構想

～とします。

４ 期 間

平成２９年度までを終期とする「北海道医療計画［改定版］」後志地域推進方針の

一部として策定しますが、地域医療構想に関する事項については、２０２５年（平成

３７年）における医療需要を推計するとともに、国から示された病床利用率に基づき、

必要とされる病床数を推計します。

５ 進行管理

この構想は、住民・患者の視点に立ち、道や市町村などの行政機関、医療提供者、

関係団体及び住民が、地域の最も重要な社会基盤の一つである医療提供体制の確保に

向け、毎年度、後志圏域地域医療構想調整会議において、直近の病床機能報告制度に

おける報告内容などとの比較や検証を実施するとともに、必要な協議を行っていきま

す。
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第２節 地 勢

１ 地理的状況や特殊性

○ 後志圏域地域医療構想区域は、北海道の南西部に位置し、東部は札幌圏域、南部

は西胆振及び北渡島檜山圏域と接し、北部及び西部は日本海に面し、後志総合振興

局の区域と一致しています。

○ 面積は、４,３０５.８８ｋ㎡（国土交通省国土地理院 平成２６年全国市区町村

面積調）で、全道の５.２％を占め、富山県（4,247.16ｋ㎡）を上回っています。

○ 構成市町村は２０市町村（１市１３町６村：下図参照）で、道内２１の第二次医

療圏の中で、最も市町村数が多い圏域となっています。

○ 後志の気象は、日本海側気候に属し、一般的に春から夏にかけては温暖で晴天に

恵まれる日が多いのですが、冬は北西の季節風を受け、降雪量が多く、根雪は11月

中旬から4月中旬に及びます。羊蹄山麓地帯では、本道の中でも初雪が早く、道内

屈指の豪雪地帯となっています。

○ 後志の農業は、気候や土地等の自然条件、大消費地である札幌圏に隣接している

などの地理的条件から、蘭越・共和の水稲、羊蹄山麓の畑作物・野菜、北後志の果

樹、南後志の畜産など幅広い生産活動が行われています。

○ 後志管内の漁村地域では、サケやサクラマスのほかウニやニシンなどの種苗を天

然海域へ放流したうえで、漁場の造成や資源管理の適正化を進めながら、安定した

資源の造成を図る栽培漁業の確立に取り組んでいます。

○ 後志は、景観に優れ、史跡・伝統文化に富んだ日本海の海岸線、雪質の良さで世

界有数のスキーリゾートとして知ら

れるニセコアンヌプリ、豊富な湧出

量を誇る数多くの温泉、そして新鮮

な山海の幸、おいしい水など、多く

の観光資源に恵まれており、年間約

1,856万人の観光客が訪れる本道を

代表する観光エリアとなっていま

す。
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２ 交通機関の状況

ＪＲ及び路線（都市間）バスの距離及び運行状況については、別添資料のとおりと

なっています。

（１）交通機関の状況

ア 鉄 路

ＪＲは函館線が、小樽市、余市町、仁木町、倶知安町、ニセコ町、蘭越町、

黒松内町などの市町間で運行されており、１日の運行本数（片道）は、小樽～

余市が１６本、余市～倶知安が１２本、倶知安～黒松内が６本程度となってい

ます。

イ 道 路

国道は、５号線、２３０号線をはじめとする７路線が各市町村を通っている

ほか、道道各路線も整備されています。

路線バスは、中央バス、ニセコバス及び道南バスが運行されており、小樽市、

倶知安町、岩内町、余市町などを起点として、各市町村間を結んでいます。

また、北海道横断自動車道について、平成３０年度の余市･小樽間の開業に

向けた整備が行われており、開業後は、小樽や札幌への移動時間の短縮が期待

されています。

（２）生活圏

後志圏域は、「小樽市」及び余市町など５町村からなる「北後志」、倶知安町

など７町村からなる「羊蹄

山麓」、岩内町など４町

村からなる「岩宇」、寿 北後志

都町など３町村からな

る「南後志」の生活圏

を形成していますが、

区域内の人口の半数以 岩 宇 小 樽

上を小樽市が占めてい

ることもあり、医療機

関や大型商業施設は小 南後志

樽市内に集中していま

す。 羊蹄山麓
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３ 後志の医療の特殊性

後志圏域には、泊村に道内唯一の原子力発電所があることから、万一の原子力災害

等に備え、当圏域内には、原子力発電所内の事故による負傷者の簡易な除染や応急処

置及び搬送された患者に対する初期診療を行うための「初期被ばく医療機関」が５施

設指定されています。

なお、「初期被ばく医療機関」のほか、専門的な診療を行う「二次被ばく医療機関」、

高度専門的な診療を行う「三次被ばく医療機関」は、次のとおりです。

また、原子力発電所から概ね半径５km以内の予防的防護措置を準備する区域（PAZ）

及び概ね３０km以内の緊急時防護措置を準備する区域（UPZ）に位置する圏域内の１

３町村には、安定ヨウ素剤や防災資機材が配備されています。

区 分 医 療 機 関 名 等

初期被ばく医療機関 北海道社会事業協会岩内病院

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

北海道社会事業協会余市病院

小樽市立病院

総合病院伊達赤十字病院

二次被ばく医療機関 北海道大学病院

旭川医科大学病院

札幌医科大学附属病院

北海道がんセンター

北海道医療センター

三次被ばく医療機関 放射線医学総合研究所（千葉県）



（至 余市町）

【小樽市内】
● 済生会西小樽病院

◎島田脳神経外科

ＪＲ小樽

野口病院 ★ 三ツ山 小樽

★ 病院 ★ 掖済会病院

小樽

JR南小樽小樽中央病院 ★ 協会病院 ●

小樽市立病院 ●

南小樽病院 ★ 済生会小樽病院●

JR築港
（至 赤井川村）

朝里中 央病院 ★

IC

★ 東小樽 病院

JR朝里

JR銭函IC

札 樽病院 ★

(至 札 幌 市)

積丹町
7㎞

古平町62㎞
小樽市17㎞

20㎞
余市町

31㎞
31㎞ ●余市協会病院

5㎞

仁木町
18㎞ 33㎞

神恵内村
札幌市

赤井川村13㎞ 23㎞

泊 村

12㎞ 30㎞
4㎞

(○←)

○8㎞ 共和町
25㎞岩内町

共和～倶知安
仁木～倶知安●岩内協会病院 14㎞

65㎞
15㎞

倶知安町
ひまわりクリニックきょうごく40㎞ 13㎞ ●倶知安厚生病院 ◎

京極町17㎞
11㎞

蘭越町 ニセコ町
◎蘭越 診療所

10㎞★昆布温泉病院
寿都町 喜茂別町

真狩村◎町立寿都診療所

8㎞
25㎞ 33㎞ 8㎞

17㎞
留寿都村

◎島牧診療所

45㎞島牧村 黒松内町 ●黒松内国保病院

68㎞ 26㎞20㎞ (35㎞)

長万部町 伊達市 室蘭市
31㎞(至 せたな町）

（至 八雲町）

バス 13分

4本／日バス 11分

7本／日

バス 13分

16本／日

バス 35分

16本／日

バス 9分

16本／日

バス 32分

16本／日 バス 24分

4本／日

バス 38分

1本／日

バス 30分

9本／日

バス 25分

11本／日

バス 12分

25本／日

バス 20分

7～8本／日

バス 36分

15本／日

バス 68分

6本／日

バス 33分

5本／日

バス 30分

5本／日

バス 31分

2本／日

バス 55分

7本／日

バス 17分

11～12本／日

バス 17分

7本／日

バス 41分

70本／日
ＪＲ 5分

15～16本／日

ＪＲ 45分

12～13本／日

ＪＲ 17分

7～9本／日

ＪＲ 21分

7～9本／日

ＪＲ 40分

6～7本／日

ＪＲ 24分

16～17本／日

バス 28分

11～12本／日
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【市町村間の距離と交通手段の状況】

主要道路

自動車道

ＪＲ

● 公的病院

★ 民間病院

◎ 診療所（自治体立等）

時間は概ねの所要時間

本数は片道の運行本数
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第３節 人口の推移

１ 人口の推移

（１）総人口

平成２５年３月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の推計によると北海

道の６５歳以上人口は、平成２２年（２０１０年）と平成３７年（２０２５年）を

比較した場合、約３５万５千７００人増加しますが、６５歳未満人口は９０万２千

２００人減少することから、総人口では５４万６千４００人減少します。

後志圏域の６５歳以上人口は、３６０人増加しますが、６５歳未満人口は４万

９千７３０人減少することから、総人口では４万９千３７０人減少します。

ただし、総人口や高齢者人口の推計は、市町村ごとにピーク年が違うことから、

地域の状況を的確に把握することが重要です。

後志圏域の人口推計 （単位：人）

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

5,506,419 5,316,296 5,178,053 4,959,984 4,719,100 4,462,042 4,190,073

232,940 215,919 199,968 183,571 167,380 151,745 136,791

小樽市 131,928 121,703 112,113 102,199 92,396 82,914 73,841

島牧村 1,781 1,608 1,455 1,303 1,164 1,032 922

寿都町 3,443 3,130 2,849 2,584 2,332 2,101 1,884

黒松内町 3,250 3,016 2,792 2,580 2,380 2,191 2,014

蘭越町 5,292 4,804 4,369 3,956 3,569 3,205 2,859

ニセコ町 4,823 4,822 4,757 4,661 4,535 4,407 4,256

真狩村 2,189 2,015 1,870 1,727 1,589 1,452 1,329

留寿都村 2,034 1,968 1,908 1,844 1,785 1,718 1,651

喜茂別町 2,490 2,277 2,079 1,889 1,696 1,514 1,350

京極町 3,811 3,618 3,409 3,187 2,962 2,745 2,534

倶知安町 15,568 15,010 14,446 13,796 13,102 12,373 11,629

共和町 6,428 6,070 5,716 5,341 4,955 4,563 4,177

岩内町 14,451 13,169 12,050 10,931 9,840 8,807 7,850

泊村 1,883 1,753 1,638 1,521 1,413 1,310 1,220

 神恵内村 1,122 1,005 896 796 706 626 557

積丹町 2,516 2,211 1,947 1,698 1,474 1,269 1,086

古平町 3,611 3,236 2,909 2,580 2,269 1,988 1,734

仁木町 3,800 3,559 3,322 3,074 2,835 2,609 2,390

余市町 21,258 19,750 18,308 16,826 15,357 13,962 12,602

赤井川村 1,262 1,195 1,135 1,078 1,021 959 906

※ 国立社会保障・人口問題研究所（平成25年3月推計）

区分

全道

後志合計

市
町
村
別
内
訳
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（２）年齢区分別の推計

後志圏域における2010年（平成22年）と2025年（平成37年）の年代別人口推移に

ついては、次のとおりとなっています。

＊国立社会保障・人口問題研究所（平成25年３月推計）

(単位：人）

年度 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年
０～14歳 24,888 21,627 18,590 15,792 13,492 11,918 10,804
15～64歳 136,141 118,095 104,799 95,508 86,346 76,710 65,942
65～74歳 34,294 36,633 35,605 28,003 23,488 22,774 23,394
75歳以上 37,615 39,564 40,974 44,268 44,054 40,343 36,651

合計 232,938 215,919 199,968 183,571 167,380 151,745 136,791

24,888 21,627 18,590 15,792 13,492 11,918 10,804
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後志圏域の７５歳以上人口の推計を見ると、２０２５年にピークを迎えるのが小

樽市、蘭越町、喜茂別町、岩内町、２０３０年にピークを迎えるのが、真狩村、京

極町、倶知安町、共和町、仁木町、余市町、赤井川村となっており、市町村毎に高

齢者人口のピーク年が異なっています。

＊国立社会保障・人口問題研究所（平成25年３月推計）

75歳以上人口の推計とピーク年

2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

全道 671,401 784,479 881,081 1,024,035 1,091,485 1,077,046 1,050,067

後志 37,615 39,564 40,974 44,268 44,054 40,343 36,651

小樽市 21,407 22,548 23,788 26,125 25,772 23,137 20,636

島牧村 356 368 366 359 327 289 255

寿都町 668 655 650 651 646 587 504

黒松内町 717 723 698 683 667 656 631

蘭越町 979 980 953 984 981 926 861

ニセコ町 653 702 711 804 866 870 869

真狩村 389 389 395 416 421 414 396

留寿都村 294 297 291 289 308 322 322

喜茂別町 420 432 446 464 438 395 353

京極町 648 670 644 704 740 712 664

倶知安町 1,692 1,810 1,935 2,216 2,360 2,347 2,258

共和町 926 1,023 1,096 1,171 1,209 1,171 1,144

岩内町 2,130 2,349 2,410 2,493 2,436 2,198 2,045

泊村 358 342 323 310 299 293 290

神恵内村 335 319 292 273 273 250 222

積丹町 568 556 526 520 481 414 348

古平町 699 737 719 695 653 583 521

仁木町 688 709 718 750 768 689 621

余市町 3,501 3,770 3,826 4,158 4,194 3,899 3,539

赤井川村 187 185 187 203 215 191 172
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２ 世帯数

総世帯数に占める単身高齢者（６５歳以上）世帯数の割合は、全国の9.2％に比べ、

北海道は10.8％と高い状況にあります。

後志区域内の単身高齢者世帯数割合は、15.0％と全国（9.2％）及び全道（10.8％）

に比べ高くなっていますが、ニセコ町、留寿都村、京極町、倶知安町は全道を下回っ

ています。

（単位：世帯）

区 分 世帯総数 単身高齢者 単身高齢者 備 考

世帯数 世帯数割合

全 国 51,842,307 4,790,768 9.2％

北 海 道 2,418,305 261,553 10.8％

後 志 区 域 101,454 15,187 15.0％

小 樽 市 57,560 9,174 15.9％

島 牧 村 737 147 19.9％

寿 都 町 1,528 289 18.9％

黒松内町 1,331 203 15.3％

蘭 越 町 2,123 279 13.1％

ニセコ町 2,051 199 9.7％

真 狩 村 864 103 11.9％

留寿都村 881 73 8.3％ ※全国以下

喜茂別町 1,202 149 12.4％

京 極 町 1,737 168 9.7％

倶知安町 7,082 664 9.4％

共 和 町 2,697 298 11.0％

岩 内 町 6,548 1,097 16.8％

泊 村 851 159 18.7％

神恵内村 464 88 19.0％

積 丹 町 1,174 273 23.3％

古 平 町 1,534 286 18.6％

仁 木 町 1,475 189 12.8％

余 市 町 8,997 1,279 14.2％

赤井川村 618 70 11.3％

＊平成22年度国勢調査
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３ 北海道人口ビジョン

今回の地域医療構想は、国の地域医療構想策定ガイドラインに基づき、国立社会保

障・人口問題研究所の将来推計を用いますが、平成２７年１０月に策定した「北海道

人口ビジョン～北海道の人口の現状と展望～」においては、次のとおり人口の将来を

展望しています。今回の病床推計については、このような取組みによる今後の人口構

造の変化等を踏まえながら見直しが行われると想定しています。

北海道人口ビジョン（抜粋）

人口の将来展望

１ 人口分析のまとめ

本道は、自然減と社会減が相まって、全国よりも約１０年早く人口減少局面に入り、２０１０（平

成２２）年の人口は、ピーク時より約１９万人少ない５５０．６万人でした。

２０１４（平成２６）年の自然減は、約２３，０００人となっていますが、その主な要因は出生率

・出生数の減少であり、理由としては、若者の不安定な雇用状況や核家族化の進行などによる未婚・

晩婚・晩産化が考えられます。

２０１４（平成２６）年の社会減は、約８，９００人となっており、進学・就職等による首都圏へ

の転出が主な要因であると考えられます。

また、地域から札幌市への人口集中が進行しており、札幌市の出生率の低さが北海道全体の人口減

少を加速させる要因となっています。

国の推計によると、今後、有効な対策を講じない場合、本道の人口は、２０１０（平成２２）年の

５５０．６万人から、２０４０年には４１９万人と、１３１．６万人（▲２３．９％）の減少となり、

小規模市町村ほど大幅に減少すると見込まれます。

人口減少は、このことにより、就業者数の著しい減少による生産・消費の減少や高齢者人口割合の

北海道の人口ビジョン

人口分析 目指すべき方向 将来展望

自然減及び社会減の両面から人口減少 単純推計（北海道）

・自然減と社会減が相 の進行を緩和する取組 2020年　550.6万人

まって全国より速いペー 課題に対応 一体的に推進　　

スで減少 2040年　419万人

・自然減は、雇用環境
や核家族化による未婚･
晩婚･晩産化による出生
率･出生数の減少 仮定

人口置換水準
・社会減は、進学･就職 2030年
による首都圏への転出 1.5～2.07

人口減少社会の中で暮らしの安全を確保 2040年
する取組 450～458万人

幅広い世代の人々が集い、

つながり、安心して暮ら

せる包容力のある北海道
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増加による医療費・介護費負担の増大など、道民生活の様々な場面に大きな影響を及ぼすことが懸念

されます。

２ 目指すべき将来の方向

結婚・出産・子育ての希望に関して、国立社会保障・人口問題研究所が実施した「第１４回出生動

向基本調査結果」（２０１０（平成２２）年）によると、道民でいずれは結婚しようと考える未婚者

の割合は、男性８５．２％、女性８４．１％と、ともに８割を超えているものの、全国の男性８６．

３％、女性８９．４％に比べると、いずれも低い水準にあります。

また、夫婦の理想とする子ども数は、北海道で男性２．３３人、女性１．９７人でしたが、夫婦が

実際に持つ子どもの数である完結出生児数は１．８１人となっています。

移住・定住の希望に関して、２０１３（平成２６）年の道民意識調査によると、「現在住んでいる

市町村にこれからも住み続けたいと思うか」との問いに対し、「できれば今と同じ市町村に住んでい

たい」との回答の割合が７６．２％と、全体の４分の３にのぼっています。

２０１４（平成２６）年に国が実施した「東京在住者の今後の移住に関する基本調査」によると、

東京在住者のうち、今後移住する、または移住を検討したいと回答した人は４０．７％と全体の４割、

うち関東圏以外の出身者では４９．７％と全体の５割にのぼります。

こうした希望を現実のものとするため、自然減及び社会減の両面から人口減少を緩和する取組とと

もに、人口減少社会の中で道民の暮らしの安心を確保するための取組を一体的に進め、「幅広い世代

の人々が集い、つながり、安心して暮らせる包容力のある北海道」の実現を目指します。

３ 人口の将来展望

「目指すべき将来の方向」の実現に向け、今後、道民をはじめ、幅広い分野の方々と連携し、人口

減少対策を進めていくために必要な人口の将来展望を示します。

国による推計を基に試算すると、総人口は２０１０年の５５０．６万人から２０４０年には４１９

万人となり、１３１．６万人減（▲２３．９％）となりますが、合計特殊出生率が、国の長期ビジョ

ンと同様、２０３０年までに１．８、２０４０年までに２．０７（人口置換水準）まで上昇し、純移

動数が現在の約▲８，０００人から２０１９年で▲４，０００人、２０２５年で０になると仮定した

場合は、２０４０年には約４５８万人となります。

さらに、札幌市の合計特殊出生率が全道平均より低いことを考慮し、札幌市の合計特殊出生率を２

０３０年に１．５、２０４０年に１．８、２０５０年に２．０７と、約１０年ずつ遅れて上昇すると

仮定した場合は、２０４０年の総人口は約４５０万人となります。

こうした２つの仮定を踏まえ、今後、札幌市における少子化対策の充実強化はもとより、北海道全

体として、自然減、社会減対策を効果的かつ一体的に行うことにより、本道の人口は２０４０（平成

５２）年に約４６０～４５０万人を維持することが可能と考えられます。

なお、これらの仮定に基づく推計では、高齢者の人口割合は、国の推計が２０４０年を超えても上

昇していくのに対して、人口構造の高齢化抑制の効果が２０４５年までに現れ始め、２０４５年以降、

低下します。

人口置換水準：人口が制止する合計特殊出生率の水準のことであり、若年期の死亡率が低下している日本においては、

夫婦２人から概ね２人の子どもが生まれれば人口が制止することになる。現在の日本の場合、2.07となっています。
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＜仮定１：２０４０年の人口約４５８万人＞

①自然動態

合計特殊出生率は、国の長期ビジョンと同様、２０３０（平成４２）年に１．８、２０４０（平

成５２）年に２．０７の人口置換水準まで上昇します。

②社会動態

道外への転出超過数は、現在、約▲８，０００人であるが、２０１６（平成２８）年以降、マイ

ナスが縮小し、２０１９（平成３１）年で、現在の半分の▲４，０００人になります。

２０２０（平成３２）年以降もマイナス幅は縮小し、社人研推計と同様に、２０２５（平成３７）

年で社会増減数が均衡し、転出超過がゼロとなります。

＜仮定２：２０４０年の人口約４５０万人＞

①自然動態

合計特殊出生率は、札幌市に関しては、２０３０（平成４２）年に１．５、２０４０（平成５２）

年に１.８、２０５０（平成６２）年に２.０７まで上昇します。

札幌市以外は仮定１と同様に、２０３０（平成４２）年に１．８、２０４０（平成５２）年に２．

０７まで上昇します。

②社会動態

社会増減に関しては、仮定１と同様に推移します。

2040年で約460～450万人の
人口を維持

仮定１

仮定２

国の推計準拠

（万人）
人口の将来見通し（総人口）
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第４節 患者及び病院等の状況

１ 患者の受療動向

２０２５年における病床４機能別の入院患者の受療動向は、２０１３年の入院需要

が変化しないと想定した場合は、次のとおりと推計されます。

後志圏域では、患者所在地ベースで見ると高度急性期から慢性期に至るまで札幌圏

での受療がみられますが、回復期、慢性期に関しては一部西胆振圏域でも受療が見ら

れます。医療機関所在地ベースで見ると回復期は札幌圏、慢性期は札幌圏、西胆振圏

域からの流入がみられます。

道としては、高度急性期から急性期については、現状の患者の流出入を大きく変化

させることは難しいとの考え方の元、患者の流出入が継続すると想定しています。

回復期から慢性期については、できるだけ住所地に近いところで入院を可能とするこ

とが望ましいことから、第二次医療圏で完結することとして想定しています。

後志の医療需要推計
(単位：人／日)

後志 北渡島檜山 西胆振 札幌 その他

後志 117.4 0.0 0.0 84.9 0.0

北渡島檜山 0.0 12.5 0.0 0.0 18.0

西胆振 0.0 0.0 195.8 16.4 0.0

札幌 0.0 0.0 0.0 2,532.6 0.0

後志 481.1 0.0 0.0 201.6 0.0

北渡島檜山 0.0 76.5 0.0 14.5 41.6

西胆振 0.0 0.0 584.7 39.8 0.0

札幌 0.0 0.0 0.0 7,535.4 17.2

後志 544.1 0.0 10.2 205.4 0.0

北渡島檜山 0.0 112.1 0.0 14.8 42.2

西胆振 0.0 0.0 505.7 39.1 0.0

札幌 27.3 0.0 0.0 7,842.1 39.4

後志 714.9 0.0 55.3 372.1 0.0

北渡島檜山 0.0 139.6 0.0 28.9 0.0

西胆振 10.2 0.0 974.6 37.1 0.0

札幌 93.8 18.4 11.0 10,778.6 96.1

慢性期

患
者
所
在
地
ベ
ー
ス

医療機関所在地ベース※「0.0」～国の方針により10人
未満は秘匿化

高度急性期

急性期

回復期

      　   入院患者受療動向（Ｈ26受療率）

後志
北渡島
檜山

札幌 西胆振 その他

後志 71.7% 0.8% 25.4% 1.4% 0.7%

北渡島檜山 0.1% 72.5% 6.4% 2.2% 0.2%

札幌 0.4% 0.1% 98.3% 0.1% 0.5%

西胆振 0.5% 0.5% 8.2% 89.2% 0.2%

その他 6.8% － － － －

（東北大学藤森教授分析から）

医療機関 二次医療圏別

医
療
保
険
者
 
二
次
医
療
圏
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一般・療養病床

※ 国の必要病床等推計ツ－ルにより作成

※ 国の必要病床等推計ツ－ルにより作成

2025年 ４機能別医療需要（北海道）【高度急性期】

※　 0.0 ～１０人未満のため秘匿
単位：人／日

医療機関所在地
南
渡
島

南
檜
山

北
渡
島
檜
山

札
幌

後
志

南
空
知

中
空
知

北
空
知

西
胆
振

東
胆
振

日
高

上
川
中
部

上
川
北
部

富
良
野

留
萌

宗
谷

北
網

遠
紋

十
勝

釧
路

根
室

南渡島 394.8 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

南檜山 16.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0

北渡島檜山 18.0 0.0 12.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0

札幌 0.0 0.0 0.0 2,532.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

後志 0.0 0 0.0 84.9 117.4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南空知 0.0 0 0.0 66.1 0.0 66.6 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

中空知 0.0 0 0 15.4 0.0 0.0 80.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

北空知 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 0 14.3 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

西胆振 0.0 0 0.0 16.4 0.0 0.0 0.0 0 195.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

東胆振 0.0 0 0 33.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0 149.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

日高 0.0 0 0 24.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.7 14.4 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

上川中部 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 398.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

上川北部 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 23.3 35.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

富良野 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 19.4 0.0 17.3 0 0 0 0 0.0 0.0 0

留萌 0 0.0 0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 11.8 0.0 0.0 25.8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

宗谷 0.0 0 0 18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 10.8 0.0 0 0 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0

北網 0.0 0 0 18.3 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 189.1 0.0 0.0 0.0 0.0

遠紋 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 13.0 0.0 0.0 0 0.0 11.3 33.8 0.0 0.0 0

十勝 0.0 0 0 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 265.1 0.0 0.0

釧路 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 221.3 0.0

根室 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 39.6 14.2

２０２５年　４機能別医療需要（二次医療圏別）

患
者
住
所
地

2025年 ４機能別医療需要（北海道）【急性期】

※　 0.0 ～１０人未満のため秘匿
単位：人／日

医療機関所在地
南
渡
島

南
檜
山

北
渡
島
檜
山

札
幌

後
志

南
空
知

中
空
知

北
空
知

西
胆
振

東
胆
振

日
高

上
川
中
部

上
川
北
部

富
良
野

留
萌

宗
谷

北
網

遠
紋

十
勝

釧
路

根
室

南渡島 1,272.0 0.0 0.0 26.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

南檜山 36.7 39.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0

北渡島檜山 41.6 0.0 76.5 14.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0

札幌 0.0 0.0 0.0 7,535.4 0.0 17.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

後志 0.0 0 0.0 201.6 481.1 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

南空知 0.0 0 0.0 177.5 0.0 336.4 14.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

中空知 0.0 0 0 39.4 0.0 0.0 297.5 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

北空知 0.0 0 0 0.0 0 0.0 10.3 71.6 0 0.0 0 31.9 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

西胆振 0.0 0 0.0 39.8 0.0 0.0 0.0 0 584.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

東胆振 0.0 0 0 89.9 0.0 0.0 0.0 0 15.6 518.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

日高 0.0 0 0 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.1 79.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

上川中部 0.0 0 0 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1,166.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上川北部 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 46.7 143.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

富良野 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 36.5 0.0 88.2 0 0 0 0 0.0 0.0 0

留萌 0 0 0 27.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 23.4 0.0 0.0 109.5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

宗谷 0.0 0 0 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 22.4 21.1 0.0 0.0 94.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0

北網 0.0 0 0 36.9 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 10.9 0.0 0.0 0 0.0 578.7 0.0 0.0 0.0 0.0

遠紋 0.0 0 0 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 26.5 0.0 0.0 0 0 23.7 142.3 0.0 0.0 0

十勝 0.0 0 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 871.6 0.0 0.0

釧路 0.0 0 0 18.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 768.0 0.0

根室 0.0 0 0 17.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 102.6 74.1

患
者
住
所
地
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※ 国の必要病床等推計ツ－ルにより作成

※ 国の必要病床等推計ツ－ルにより作成

2025年 ４機能別医療需要（北海道）【回復期】

※　 0.0 ～１０人未満のため秘匿
単位：人／日

医療機関所在地
南
渡
島

南
檜
山

北
渡
島
檜
山

札
幌

後
志

南
空
知

中
空
知

北
空
知

西
胆
振

東
胆
振

日
高

上
川
中
部

上
川
北
部

富
良
野

留
萌

宗
谷

北
網

遠
紋

十
勝

釧
路

根
室

南渡島 1,411.2 0.0 0.0 23.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

南檜山 41.1 60.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0

北渡島檜山 42.2 0.0 112.1 14.8 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0

札幌 0.0 0.0 0.0 7,842.1 27.3 27.7 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

後志 0.0 0 0.0 205.4 544.1 0.0 0.0 0 10.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

南空知 0.0 0 0.0 175.3 0.0 439.9 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

中空知 0.0 0 0 40.1 0.0 0.0 325.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

北空知 0 0 0 0.0 0 0.0 10.9 92.0 0 0.0 0 28.0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

西胆振 0.0 0 0.0 39.1 0.0 0.0 0.0 0 505.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0

東胆振 0.0 0 0 81.1 0.0 0.0 0.0 0 21.5 607.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

日高 0.0 0 0 57.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.6 106.6 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0

上川中部 0.0 0 0 19.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1,414.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

上川北部 0.0 0 0 10.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 49.1 163.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

富良野 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 36.1 0 113.4 0 0 0 0 0.0 0.0 0

留萌 0 0.0 0 26.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 18.2 0.0 0.0 114.4 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0

宗谷 0.0 0 0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 21.7 13.5 0 0.0 159.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0

北網 0.0 0 0 33.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 617.8 0.0 0.0 0.0 0.0

遠紋 0.0 0 0 20.1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 22.2 0.0 0.0 0 0.0 27.6 179.2 0.0 0.0 0

十勝 0.0 0 0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 1,031.9 0.0 0.0

釧路 0.0 0 0 17.4 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 662.0 0.0

根室 0 0 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 84.6 108.2

患
者
住
所

地

2025年 ４機能別医療需要（北海道）【慢性期（パターンＣ）】

※　 0.0 ～１０人未満のため秘匿
単位：人／日 ※＊～パターンＣを選択可能な区域

医療機関所在地
南

渡
島

南

檜
山

北

渡
島
檜

山

札

幌

後

志

南

空
知

中

空
知

北

空
知

西

胆
振

東

胆
振

日

高

上

川
中
部

上

川
北
部

富

良
野

留

萌

宗

谷

北

網

遠

紋

十

勝

釧

路

根

室

南渡島 748.5 0.0 42.8 18.9 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0 0.0 0 0

南檜山　＊ 11.2 42.2 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

北渡島檜山　＊ 0.0 0.0 139.6 28.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0

札幌 0.0 0.0 18.4 10,778.6 93.8 35.2 15.2 0.0 11.0 25.6 0.0 20.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

後志　＊ 0.0 0.0 0.0 372.1 714.9 0.0 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0

南空知　＊ 0 0 0.0 176.0 0.0 383.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

中空知　＊ 0 0 0.0 49.4 0.0 0.0 490.7 10.3 0.0 0.0 0.0 13.8 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0

北空知　＊ 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.6 202.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

西胆振　＊ 0.0 0.0 0.0 37.1 10.2 0 0 0 974.6 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

東胆振 0.0 0 0.0 92.3 0.0 0.0 0 0 32.8 474.5 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0 0

日高　＊ 0 0 0.0 44.5 0.0 0.0 0.0 0 0.0 15.7 163.8 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0

上川中部 0.0 0 0.0 28.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 1,317.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

上川北部　＊ 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 24.8 191.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0

富良野 0 0 0.0 11.3 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 23.8 0 105.1 0 0 0 0 0.0 0 0

留萌　＊ 0 0 0.0 31.0 0 0.0 0.0 26.4 0.0 0 0 11.6 0 0.0 101.5 0.0 0 0 0.0 0 0

宗谷 0 0 0.0 33.2 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0.0 90.2 0.0 0.0 0 0.0 0

北網　＊ 0.0 0 0.0 23.6 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0.0 531.5 0.0 13.1 10.7 0.0

遠紋　＊ 0 0 0.0 13.9 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 21.0 191.7 0.0 0 0

十勝 0 0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0 0 15.4 0 1,184.4 0.0 0.0

釧路　＊ 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 10.4 0.0 18.8 646.6 0.0

根室 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 29.3 75.0

患
者

住
所
地
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２ 地域別病床数の指標

後志圏域の人口千人当たりの病床数をみると、一般病床は、９．７８と全国の７．

７７を上回っていますが、全道の １０．７８より低く、全道２１の第二次医療圏中

１３番目となっています。

一方療養病床は、５．１４と全国の２．６５及び全道の４．２４を上回っており、

２１医療圏中６番目となっています。

（１）一般病床

（２）療養病床

（厚生労働省平成２６年医療施設（静態・動態）調査、平成２２年国勢調査による）

（厚生労働省平成２６年医療施設（静態・動態）調査、平成２２年国勢調査による）



- 18 -

３ 病院の病床利用率

後志圏域の病床利用率を見ると、一般病床は７５．３％と全国の７４．８％や全道

の７４．１％とほぼ同様ですが、療養病床は８１．４％と全国の８９．４％及び全道

の８８．０％に比べ、やや低い状況となっています。

（１）一般病床

（２）療養病床

（厚生労働省平成２６年病院報告による）

（厚生労働省平成２６年病院報告による）
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４ 病院の平均在院日数

後志圏域の平均在院日数を見ると、一般病床では２０．３日と全国の１６．８日や

全道の１８．４日よりやや長くなっており、療養病床では２８９．６日と全国の１６

４．６日及び全道の２３３．３日に比べ、長くなっています。

（１）一般病床

（２）療養病床

（厚生労働省平成２６年病院報告による）

（厚生労働省平成２６年病院報告による）
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５ 医療施設の状況

圏域内の医療機関数及び病床数は、歯科診療所を除き年々減少傾向にあります。

※ 厚生労働省平成26年（静態・動態）・北海道保健統計年表

平成5年 平成8年 平成11年 平成14年 平成17年 平成20年 平成23年 平成24年 平成25年 人口10万対

全国 9,844 9,490 9,286 9,187 9,026 8,794 8,605 8,565 8,540 6.7か所

北海道 671 654 640 634 620 594 579 574 575 10.6か所

後志 30 30 31 31 29 26 25 24 24 10.8か所

全国 84,128 87,909 91,500 94,819 97,422 99,083 99,547 100,152 100,528 79.0か所

北海道 3,152 3,232 3,293 3,344 3,363 3,375 3,377 3,386 3,396 62.5か所

後志 181 181 193 171 184 178 169 162 161 72.6か所

全国 55,906 59,357 62,484 65,073 66,732 67,779 68,156 68,474 68,701 54.0か所

北海道 2,556 2,743 2,879 2,975 3,025 3,027 2,999 3,014 3,003 55.3か所

後志 118 127 139 144 145 137 131 132 130 58.6か所

全国 1,680,952 1,664,629 1,648,217 1,642,593 1,631,473 1,609,403 1,583,073 1,578,254 1,573,772 1236.3床

北海道 110,940 109,646 108,358 106,291 104,897 101,071 98,526 97,555 97,341 1792.3床

後志 5,243 5,403 5,672 5,457 5,326 5,035 4,504 4,393 4,360 1965.7床

全国 265,083 246,779 224,134 196,596 167,000 146,568 129,366 125,599 121,342 95.3床

北海道 17,268 15,776 14,090 12,252 10,152 8,657 7,522 7,363 7,259 133.7床

後志 1,464 1,273 1,135 961 818 629 711 537 508 229.0床

一般診療所数
病床数

病院数

一般診療所数

歯科診療所数

病院病床数
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６ 病床機能報告制度の結果（平成２６年７月１日現在）

後志圏域における医療機能ごとの病床の状況

２０１４年７月１日（平成２６年７月１日）時点の機能として、各医療機関が自主

的に選択した機能の状況です。１つの病棟に特定の病態の患者だけが存在しているも

のではなく、実際の病棟の実情に即して、病棟内には様々な病期の患者が混在してお

り、各々の患者に応じた医療が提供されていることに留意が必要です。

一般 療養
一般

＋療養
稼 働
病 床

計
高度

急性期
急性期 回復期 慢性期 無回答

許可 1,998 8 907 129 954 0

稼働 1,908 8 884 129 887 0

許可 690 0 368 45 277 0

稼働 631 0 368 30 233 0

許可 2,688 8 1,275 174 1,231 0

稼働 2,539 8 1,252 159 1,120 0

※　許可病床数は、病床機能報告を行わない精神病床、結核病床、感染症病床を除いている。

※　医療機能報告済みの１５病院（１７病院）

一般 療養
一般

＋療養
稼 働
病 床

計
高度

急性期
急性期 回復期 慢性期 無回答

許可 259 0 169 38 52 0

稼働 221 0 139 35 47 0

許可 163 0 100 38 19 6

稼働 151 0 100 37 14 0

許可 422 0 269 76 71 6

稼働 372 0 239 72 61 0

※　許可病床数は、病床機能報告を行わない精神病床、結核病床、感染症病床を除いている。

※　医療機能報告済みの２８診療所 （３５診療所）

許可 3,110 8 1,544 250 1,302 6

稼働 2,911 8 1,491 231 1,181 0

(単位：床）

(単位：床）

(単位：床）

合　　　　　　　計 2,297 1,198 3,495

　倶知安・岩内 195 26

計（診療所） 443 89 532

診療所

221

小樽市 248 63 311

区分

許可病床数
(平成26年10月1日現在)

医療機能報告における病床数
（平成26年7月1日時点の機能状況）

保健所

計（病院） 1,854 1,109 2,963

病院

倶知安・岩内 428 262 690

小樽市 1,426 847 2,273

区分

許可病床数
(平成26年10月1日現在)

医療機能報告における病床数
（平成26年7月1日時点の機能状況）

保健所
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７ 医療従事者の状況

（１）医師、歯科医師、薬剤師

医師、歯科医師、薬剤師とも近年は減少傾向にあります。

（２）看護職員

看護師は増加傾向にあるが、准看護師は減少傾向にあります。

（３）その他の職員

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の病院従事者は増加傾向にあり、管理栄養

士は横ばい傾向、栄養士は減少傾向にあります。

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24

看護師 1,430 1,430 1,661 1,727 1,879 1,923 1,915 1,957 2,071

准看護師 1,268 1,269 1,261 1,257 1,207 1,119 1,088 1,006 998

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500（人）

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24

医師 484 482 509 515 486 477 455 436 428

歯科医師 185 180 182 169 167 175 177 174 166

薬剤師 480 491 561 538 567 548 550 525 484

0

100

200

300

400

500

600（人）

管理栄養士栄養士
38 34
47 18
39 24

40 19
43 16
43 12
38 9
38 7
43 6

H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24

理学療法士 21 25 36 47 53 71 72 83 114

作業療法士 10 13 22 31 42 52 61 73 86

言語聴覚士 10 6 10 15 21 26

管理栄養士 38 47 39 40 43 43 38 38 43

栄養士 34 18 24 19 16 12 9 7 6

0
20
40
60
80

100
120（人）
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・医 師

医療機関に従事する人口１０万人当たりの医師数は、平成２４年１２月末と平成２６

年１２月末と比較した場合、全道及び当圏域ともに増加しているが、全道を上回ってい

るのは、小樽市のみとなっています。

5,442,050 5,408,756 12,262 12,431 225 230 5

225,560 220,094 408 419 181 190 9

小樽市 127,990 124,553 289 295 226 237 11

島牧村 1,660 1,630 1 1 60 61 1

寿都町 3,300 3,221 5 5 152 155 4

黒松内町 3,230 3,093 5 3 155 97 ▲ 58

蘭越町 5,100 5,015 4 5 78 100 21

ニセコ町 4,800 4,802 2 2 42 42 0

真狩村 2,120 2,149 2 2 94 93 ▲ 1

留寿都村 1,940 1,861 - 2 - 107 -

喜茂別町 2,380 2,327 1 2 42 86 44

京極町 3,710 3,205 9 7 243 218 ▲ 24

倶知安町 15,210 15,059 35 34 230 226 ▲ 4

共和町 6,270 6,339 3 3 48 47 ▲ 1

岩内町 13,920 13,736 18 20 129 146 16

泊村 1,810 1,761 1 1 55 57 2

 神恵内村 1,090 946 1 1 92 106 14

積丹町 2,360 2,332 1 1 42 43 1

古平町 3,400 3,397 2 2 59 59 0

仁木町 3,530 3,501 2 2 57 57 0

余市町 20,560 20,055 26 30 126 150 23

赤井川村 1,180 1,112 1 1 85 90 5

※ 人口：平成24年10月1日現在数（北海道保健福祉部推計日本人人口）

        平成27年１月１日現在数（住民基本台帳人口）

厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（平成24年・平成26年）

全道

後志合計

市
 

町
 

村
 

別
 

内
 

訳

（単位：人）

区分

人口 医師数 人口10万対

24年10月1日
推計人口

27年1月１日
住基台帳人口

平成24年
12月末

平成26年
12月末

平成24年
（Ａ）

平成26年
（Ｂ）

差異
（Ｂ-Ａ）
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・歯科医師

医療機関に従事する人口１０万人当たりの歯科医師数は、平成２４年１２月末と平成

２６年１２月末と比較した場合、全道及び当圏域は横ばいであり、全道を上回っている

のは、小樽市を含め５市町村となっています。

5,442,050 5,408,756 4,469 4,483 82 83 1

225,560 220,094 166 162 74 74 0

小樽市 127,990 124,553 109 106 85 85 0

島牧村 1,660 1,630 1 2 60 123 63

寿都町 3,300 3,221 2 2 61 62 1

黒松内町 3,230 3,093 1 1 31 32 1

蘭越町 5,100 5,015 2 2 39 40 1

ニセコ町 4,800 4,802 3 3 63 62 ▲1

真狩村 2,120 2,149 1 1 47 47 0

留寿都村 1,940 1,861 1 1 - 54 -

喜茂別町 2,380 2,327 2 2 84 86 2

京極町 3,710 3,205 2 3 54 94 40

倶知安町 15,210 15,059 10 8 66 53 ▲ 13

共和町 6,270 6,339 4 4 64 63 ▲ 1

岩内町 13,920 13,736 8 7 57 51 ▲6

泊村 1,810 1,761 1 1 55 57 2

 神恵内村 1,090 946 - 1 - 106 -

積丹町 2,360 2,332 1 1 42 43 1

古平町 3,400 3,397 2 2 59 59 0

仁木町 3,530 3,501 2 2 57 57 0

余市町 20,560 20,055 14 13 68 65 ▲ 3

赤井川村 1,180 1,112 - - - - -

※ 人口：平成24年10月1日現在数（北海道保健福祉部推計日本人人口）

        平成27年１月１日現在数（住民基本台帳人口）

厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（平成24年・平成26年）

全道

後志合計

市
 

町
 

村
 

別
 

内
 

訳

（単位：人）

区分

人口 歯科医師数 人口10万対

24年10月1日
推計人口

27年1月１日
住基台帳人口

平成24年
12月末

平成26年
12月末

平成24年
（Ａ）

平成26年
（Ｂ）

差異
（Ｂ-Ａ）
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・薬剤師

医療機関に従事する人口１０万人当たりの薬剤師数は、平成２４年１２月末と平成２

６年１２月末と比較した場合、全道は増加、当圏域はほぼ横ばいとなっているが、全道

を上回っているのは、小樽市のみとなっています。

5,442,050 5,408,756 12,262 12,431 225 230 5

225,560 220,094 484 471 215 214 ▲ 1

小樽市 127,990 124,553 364 359 284 288 4

島牧村 1,660 1,630 - - - - -

寿都町 3,300 3,221 3 2 91 62 ▲ 29

黒松内町 3,230 3,093 2 1 62 32 ▲ 30

蘭越町 5,100 5,015 5 5 98 100 2

ニセコ町 4,800 4,802 3 2 63 42 ▲ 21

真狩村 2,120 2,149 3 4 142 186 44

留寿都村 1,940 1,861 - - - - -

喜茂別町 2,380 2,327 1 2 42 86 44

京極町 3,710 3,205 2 2 54 62 8

倶知安町 15,210 15,059 30 25 197 166 ▲ 31

共和町 6,270 6,339 4 5 64 79 15

岩内町 13,920 13,736 28 26 201 189 ▲ 12

泊村 1,810 1,761 - - - - -

 神恵内村 1,090 946 - - - - -

積丹町 2,360 2,332 2 2 85 86 1

古平町 3,400 3,397 2 2 59 59 0

仁木町 3,530 3,501 1 1 28 29 1

余市町 20,560 20,055 34 33 165 165 0

赤井川村 1,180 1,112 - - - - -

※ 人口：平成24年10月1日現在数（北海道保健福祉部推計日本人人口）

        平成27年１月１日現在数（住民基本台帳人口）

厚生労働省　医師・歯科医師・薬剤師調査（平成24年・平成26年）

全道

後志合計

市
 

町
 

村
 

別
 

内
 

訳

（単位：人）

区分

人口 薬剤師数 人口10万対

24年10月1日
推計人口

27年1月１日
住基台帳人口

平成24年
12月末

平成26年
12月末

平成24年
（Ａ）

平成26年
（Ｂ）

差異
（Ｂ-Ａ）



- 26 -

・看護職員

医療機関に従事する人口１０万人当たりの看護師数は、平成２４年１２月末と平成２

６年１２月末と比較した場合、全道及び当圏域ともに増加しているが、全道を上回って

いるのは、小樽市のみとなっています。

5,442,050 5,408,756 54,555 57,732 1,002 1,067 65

225,560 220,094 2,071 2,116 918 961 43

小樽市 127,990 124,553 1,474 1,496 1,152 1,201 49

島牧村 1,660 1,630 2 2 120 123 2

寿都町 3,300 3,221 17 14 515 435 ▲ 81

黒松内町 3,230 3,093 27 27 836 873 37

蘭越町 5,100 5,015 36 39 706 778 72

ニセコ町 4,800 4,802 9 9 188 187 0

真狩村 2,120 2,149 8 10 377 465 88

留寿都村 1,940 1,861 4 4 206 215 9

喜茂別町 2,380 2,327 4 5 168 215 47

京極町 3,710 3,205 30 29 809 905 96

倶知安町 15,210 15,059 151 156 993 1,036 43

共和町 6,270 6,339 6 6 96 95 ▲ 1

岩内町 13,920 13,736 116 117 833 852 18

泊村 1,810 1,761 6 6 331 341 9

 神恵内村 1,090 946 5 9 459 951 493

積丹町 2,360 2,332 2 2 85 86 1

古平町 3,400 3,397 3 2 88 59 ▲ 29

仁木町 3,530 3,501 9 9 255 257 2

余市町 20,560 20,055 158 171 768 853 84

赤井川村 1,180 1,112 4 3 339 270 ▲ 69

※ 人口：平成24年10月1日現在数（北海道保健福祉部推計日本人人口）

        平成２７年１月１日現在数（住民基本台帳人口）

保健師助産師看護師法第３３条の規定に基づく看護職員業務従事者届（平成24年・平成26年）

全道

後志合計

市
 

町
 

村
 

別
 

内
 

訳

（単位：人）

区分

人口 看護師数 人口10万対

24年10月1日
推計人口

27年1月１日
住基台帳人口

平成24年
12月末

平成26年
12月末

平成24年
（Ａ）

平成26年
（Ｂ）

差異
（Ｂ-Ａ）
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８ 介護サービスの状況

後志圏域の介護保険施設は、平成２７年１０月１日現在、介護老人福祉施設が２２

ヶ所、１，３３７床、介護老人保健施設が１４ヶ所、１，０３５床、介護療養型医療

施設が７ヶ所、４６２床整備されています。

また、介護保険事業所は、訪問介護が８０ヶ所、訪問看護が１７ヶ所、通所介護が

９７ヶ所、居宅介護支援が９３ヶ所などとなっており、いずれの事業所も小樽市内が

半数以上を占めています。

事業所数 定員 事業所数 定員 事業所数 定員

小樽市 6 460 5 500 6 425
島牧村

寿都町 1 50 　 　
黒松内町 1 80 2 80
蘭越町 2 80 1 37
ニセコ町 1 50
真狩村 1 50
留寿都村 1 29
喜茂別町 1 80
京極町 1 60
倶知安町 1 70 1 100
共和町 1 50
岩内町 1 50 1 100
泊村 1 60
 神恵内村 1 86
積丹町

古平町

仁木町 1 50
余市町 2 118 4 169
赤井川村 　 　 　 　 　 　

22 1,337 14 1,035 7 462合計

平成２７年１０月１日現在

※　北海道保健福祉部施設運営指導課調査

介護保険施設数及び定員

区分
介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設

市
町
村
別
内
訳
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訪問介護 訪問看護 通所介護 通所リハ 居宅介護支援
認知症対応型共

同生活介護

小樽市 47 9 57 7 53 40

島牧村 1 1 1

寿都町 1 　 1 1 1

黒松内町 2 1 2 1 2

蘭越町 1 2 1 1

ニセコ町 1 1 1 1

真狩村 　 1 2 2

留寿都村 　 1

喜茂別町 1 1

京極町 3 1 2 1

倶知安町 3 1 4 1 4 3

共和町 2 2 1

岩内町 1 2 2 2 4 1

泊村 1 1 1

 神恵内村 1 1 2 1

積丹町 2 1 1

古平町 3 3 4 1

仁木町 1 1 2 1

余市町 8 3 12 2 10 7

赤井川村 1 1 1 2

80 17 97 13 93 60合計

※　北海道保健福祉部施設運営指導課調査

介護保険事業所数
平成２７年１０月１日現在

区分

市
町
村
別
内
訳
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９ 在宅医療サービスの状況

後志圏域は、平成２７年４月１日現在、在宅療養支援病院が２カ所、在宅療養支援

診療所が２６カ所整備されています。在宅医療については、これらの施設に加え、

介護保険施設による施設サービス、訪問看護ステーション等の在宅サ-ビスにより支

えられています。

在宅療養支援病院・診療所

平成２７年４月１日現在

　 【病院】 【診療所】

小樽市 医療法人社団北光会朝里中央病院 医療法人社団常見医院

脳神経外科おたる港南クリニック

医療法人社団島田脳神経外科

本間内科医院

医療法人社団松島内科

医療法人社団阿久津内科医院

医療法人社団安達内科医院

医療法人社団一視同仁会札樽・すがた医院

医療法人社団消化器科・内科高橋医院

 医療法人社団清か・なつい胃腸科内科クリニック

 医療法人社団敬愛会本多医院

医療法人社団谷口内科医院

医療法人社団小野内科医院

医療法人社団髙村内科医院

医療法人社団梅ヶ枝内科・眼科クリニック

京極町 医療法人社団創成会羊蹄グリーン病院 　

寿都町  寿都町立寿都診療所

黒松内町  勤医協黒松内診療所

真狩村  真狩村野の花診療所

京極町 ひまわりクリニックきょうごく

岩内町 医療法人社団東山クリニック

神恵内村  神恵内村立神恵内診療所

古平町  小樽掖済会病院付属古平診療所

仁木町  医療法人社団森内科胃腸科医院

余市町  医療法人社団佐野内科クリニック

 医療法人社団滋恒会中島内科

 わたなべ内科医院
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第５節 医療需要及び必要とされる病床数の推計

１ 医療需要

医療需要については、医療機能別（高度急性期機能、急性期機能、回復期機能及び

慢性期機能）の分類に関する算定の考えが厚生労働省から示されていることから、こ

れに基づき、後志圏域の医療需要を算出します。

※医療資源投入量：患者に対して行われた診療行為を診療報酬の出来高点数で換算した値。

（患者の１日当たりの診療報酬の出来高点数の合計から入院基本料相当分とリハビリテ

ーション料の一部を除いたもの）

 【機能別分類の境界点の考え方】

  

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

医療機能の内容　/　基本的考え方

●　急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

●　救命救急棟やＩＣＵ・ＨＣＵで実施するような重症者に対する診療密度が特に高い医療
   （一般病棟等で実施する医療も含む）から、一般的な標準治療へ移行する段階における
   医療資源投入量

●　ただし、境界点に達してから、退院調整等を行う期間の医療需要を見込み、１７５点で推計する。
●　１７５点未満の患者数については、慢性期機能及び在宅医療等の患者数として、一体的に推計
   する。

●　長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
●　長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィ－患者
   又は難病患者等を入院させる機能

●　急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

Ｃ１

Ｃ２
●　急性期における医療が終了し、医療資源投入量が一定程度落ち着いた段階における
   医療資源投入量

●　急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテ-ションを提供する機能
●　特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頸部骨折等の患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅
   復帰を目的としたリハビリテ－ションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテ-ション機能）

●　在宅等においても実施できる医療やリハビリテ-ションの密度における医療資源投入量Ｃ３

医療資源投入量/日

３０００点

６００点

２２５点

１７５点
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（１）高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能

高度急性期機能、急性期機能及び回復期機能の医療需要については、２０１３年

度（平成25年度）1年分のＮＤＢ（ナショナル・データ・ベース）のレセプトデー

タ及びＤＰＣデータに基づき、患者住所地別に配分した上で、推計を行います。

この推計は、２０１３年における実際の医療資源投入量を基に推計しているもの

で、平均在院日数、受療率は２０１３年の数値を活用していることになります。

① 入院受療率

性・年齢階級別の年間入院患者延べ数（人）

＝ １日当たり入院患者延べ数

３６５（日）

１日当たり入院患者延べ数

＝ 入院受療率

性・年齢階級別の人口

② 医療需要

構想区域の２０２５年の医療需要

＝［当該構想区域の２０１３年の性・年齢階級別の入院受療率

×当該構想区域の２０２５年の性・年齢階級別推計人口］を総和したもの

※２０２５年の性・年齢階級別人口については、国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口（２０１３年３月中位推計）」を用います。
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（２）慢性期機能と在宅医療等

療養病床については、現在、診療報酬が包括算定であるため、医療資源投入量に

基づく分析を行うことが難しい状況です。また、地域の療養病床数には、大きな地

域差があります。

このことから、慢性期機能の推計については、医療資源投入量を用いず、①慢性

期の中に在宅医療等で対応することが可能と考えられる患者数を一定数見込むとい

う前提に立ったうえで、②療養病床の入院受療率の地域差を縮小することを加味し

て推計します。

【慢性期病棟の推計の考え方】

（考え方）

① 療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者の７０％を在宅医療等で対応する患者数と

して見込みます。なお、一般病床の障害者・難病患者（障害者施設等入院基本料、特殊疾患病

棟入院基本料及び特殊疾患入院医療管理料を算定している患者）は、慢性期機能の医療需要と

して推計します。

② 慢性期病床の入院受療率における地域差の解消については、構想区域ごとに入院受療率と全

国最小値（県単位）との差を一定程度解消させることとして、全国最大値（県単位）が全国中

央値（県単位）にまで低下させる割合を一律に用いて推計します。

ただし、当該構想区域の慢性期病床の減少率が全国中央値より大きく、かつ、当該構想区域

の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい場合は、目標の達成年次を２０２５年から２０

３０年とすることとし、２０２５年においては、２０３０年から比例的に逆算した入院受療率

を用いて推計します。

この考え方を図示すると次のとおりとなります。
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後志圏域の慢性期については、上図にある①及び②のいずれの要件も満たすことから、

パターンＣにより必要病床数を推計することとします。

●

　【要　件】　次の①および②を満たすこと。

２０３０年

調整案により
目標とする受療率

上記要件に該当する地域は、

目標達成年次を2030年から

比例的に逆算した2025年の入

院受療率の目標も地域医療構

想に定める。

２０１６年 ２０２５年

入院需給率の目標に関する特例（パタ－ンＣ）

（その際、2025年においては、2030年から比例的に逆算した入院受療率を目標として定める
とともに、2030年の入院受療率の目標及び当該入院受療率で推計した病床の必要量も併せ
て地域医療構想に定めることとする。）

　次の要件に該当する場合は、入院受療率の目標の達成年次を2025年から2030年と
することができる。

①　Ｂにより入院受療率の目標を定めた場合における当該構想区域の慢性期病床の
　減少率が全国中央値よりも大きい

②　当該構想区域の高齢者単身世帯割合が全国平均よりも大きい
　※1　2030年に延長した場合でも、2025年時点で、減少率が中央値の34％を下回らないようにする。

　※2　高齢者単身世帯の割合と入院受療率との相関については弱い相関が見られる。(相関係数0.62）

現状の受療率 パタ－ンＢ

パタ－ンＣ
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２ 必要とされる病床の必要量の推計

（１）第５節の１で推計しました２０２５年の医療需要に基づき、病床利用率で割り

戻して、２０２５年に必要とされる病床の必要量（必要病床数）を推計します。

なお、病床利用率は、厚生労働省令で規定されている割合（高度急性期～７５

％、急性期～７８％、回復期～９０％、慢性期９２％）を用います。

① ② ③ ④ ⑤

区 分 ２０２５年 現在の医療提 将来あるべき医 病床の必要量 病床機能報

の医療需要 供体制が変わ 療提供体制を踏 （必要病床数） 告における

らないと仮定 まえ構想区域間 ③を基に病床 病床数

後志構想区 した場合の推 の供給する増減 利用率等によ （H26.7.1時

域に居住す 計供給数 を調整した推計 り算出される 点の機能状

る患者の医 ※すべて医療機 供給数 ※回復期 病床数 況）

療需要 関所在地ベース ・慢性期は患者所

で推計 在地ベースで推計

高度急性期 ２０８ １２３ １２３ １６４ ８

急 性 期 ６９８ ４９８ ４９８ ６３８ １，５４４

＊

回 復 期 ７６７ ５８２ ７６７ ８５６ ２５０

慢 性 期 １，１６３ ８６１ １，１６３ １，２６４ １，３０２

計 ２，８３６ ２，０６４ ２，５５１ ２，９２２ ３，１０４

＊ 回復期は都道府県調整により４床増

後志圏域における厚生労働省が推計した２０２５年（平成３７年）に必要とされる病

床数と平成２６年７月１日時点の病床機能報告における病床数を対比してみると、現状

では急性期が多く、回復期が少ない状況となっており、全道と同様の傾向にあります。

また、慢性期については、推計された病床数との差が小さいものの、若干、現在の病

床数が上回っています。

この病床数の差については、毎年実施される病床機能報告の状況を見ながら、今回推

計した必要とされる病床数に近づいていくよう地域医療構想調整会議等を通じて、圏域

内の医療機関の自主的な取組と連携を促進する必要があります。
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（２）在宅医療等医療需要

○ ２０２５年における在宅医療等に関する医療需要について、国の必要病床数等

推計ツールにより算出した結果は下記のとおりです。

※在宅医療等とは、居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料 老人ホーム、

介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病

院・診療所以外の場所において提供される医療を指す。

○ 地域医療構想策定ガイドラインにおいては、在宅医療等で対応することが可能

と想定されている「療養病床の医療区分１の７０％の入院患者」及び「一般病床

のうち診療報酬における出来高点数が入院基本料を除き１７５点未満の入院患

者」は「在宅医療等」の医療需要として推計されています。

○ 推計の基となる２０１３年における在宅医療等に関する医療需要には次のもの

が含まれています。

・訪問診療を受けている患者

・介護老人保健施設の入所者

・一般病床で医療資源投入量１７５点未満の患者数

・療養病床入院患者のうち、医療区分１の７０％

２０２５年における在宅医療等に関する医療需要については、上記４項目に地

域差解消分を含めた後、二次医療圏別・性年齢階級別の将来人口を乗じて推計し

ています。

○ 推計結果の留意事項

・「一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数」については、特定の退院日

を避けるなど、退院調整の過程で、医療がほとんど行われていない入院日も算

定されており、必ずしも在宅医療等のニーズとは限らないこと

・「一般病床で医療資源投入量175点未満の患者数」等には、支援により外来通

院が可能な患者も含まれていること

・訪問診療については、毎日訪問することが求められているわけではないこと

○ 在宅医療等に関する医療需要については、上記で述べたとおり、居宅や介護老

人保健施設等における医療に加え、国の「療養病床のあり方等に関する検討会」

で提示された新たな類型において提供される医療も含まれると考えられます。

そのため、現時点において在宅医療等に関する医療需要にどの程度対応できる

かを正確に検証することは困難であることから、国の必要病床数等推計ツールに

より算出した医療需要を構想に位置づけたうえで、新たな類型に関する議論の動

向を見つつ、引き続き、在宅医療の推進や高齢者の住まいの場の整備等を行って

いくこととします。

（人／日）

後志圏域 在宅医療等 うち訪問診療

２０１３年 ３，１２１ １，７１４

２０２５年 ４，１０７ １，９８９
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第６節 将来のあるべき医療提供体制を実現するための施策の検討

１ 病床の機能の分化及び連携の推進

○ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携に当たっては、道が地

域医療構想において定めた構想区域における病床の機能区分（高度急性期、急性

期、回復期及び慢性期）ごとの必要病床数に基づき、医療機関の自主的な取組及

び医療機関相互の協議により進められることを前提としており、後志圏域におい

てもこれらを実効性のあるものとする必要があります。

○ 後志圏域における将来の病床の機能区分ごとの必要病床数と現状を比較する

と、高度急性期病床が不足、急性期病床が過剰、回復期病床は不足していること

から、これらの病床が必要病床数に近づくよう、当該機能を担う病床への機能転

換等により、収れんを促していく必要があります。

なお、推計と病床機能報告制度とで基準が異なることから、高度急性期の必要

病床数については、急性期の必要病床数と一体と捉えることも必要です。

○ 一方、将来の必要病床数を若干上回っている慢性期病床については、圏域内に

おいて近年、病院の診療所化や医師の高齢化による有床診療所の廃止等により、

療養病床を含め病床数が減少していることから、今後の医療機関の廃止動向など

も注視していく必要があります。

○ この将来の病床の機能区分ごとの必要病床数の達成に向けては、毎年度実施さ

れる病床機能報告制度による圏域内の病床機能毎の状況を後志圏域地域医療構想

調整会議等の関係者間で共有しながら、医療機関の自主的な取組や医療機関相互

の協議、さらには、病床の機能の分化及び連携のための仕組みづくりや施設・設

備整備等の施策に交付する地域医療介護総合確保基金（医療分）を有効に活用し

ながら取り組んでいきます。

○ さらに、これらの検討に当たっては、人口構造や疾病構造の変化、それに伴う

患者の受療行動の変化など、医療を取り巻く環境の変化を踏まえた視点が必要で

あります。また、不足する機能を担う病床の増床や病床機能の転換に伴う施設・

設備整備の支援のみならず、医療機関が役割分担をして有効に機能するための連

携施策が重要であり、患者の疾病からの回復が遅延したり、ＡＤＬ（日常生活に

おける基本的な動作を行う能力）の低下を招くことのないよう、医療機関等の連

携により切れ目なく円滑に患者の状態に応じた医療が提供される必要がありま

す。
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○ このため、地域連携クリティカルパスの活用の推進や、道や市町村が中心とな

った連携を推進するための関係者が集まる会議の開催、ＩＣＴを活用した地域医

療ネットワークの利用促進等に複合的に取り組んでいきます。

○ 後志圏域の医療は、地理的要件として、人口の半数以上を占める小樽市が圏域の

中心ではなく東端にあり、さらに豪雪地帯のため冬期間の交通が制限されることか

ら、小樽市以外の「北後志」「羊蹄山麓」「岩宇」「南後志」の生活圏において、それ

ぞれ中核となる病院を中心に地域の医療を展開しています。今後も各生活圏の地域

医療と小樽市の医療機関の連携を進めながら、地域ごとでも検討を行いつつ、効率

的な医療提供体制を目指していくことが重要です。

○ また、各医療機関における地域との連携を行う退院支援部門の看護職員や医療

ソーシャルワーカーの研修だけではなく、退院支援部門以外の医師、歯科医師、

薬剤師、看護職員等への入院開始時から在宅復帰を目指した支援を行うための在

宅医療や介護に関する理解の向上を目指した研修会の開催、さらには、医療機関

の医師、看護職員等と地域の関係者による多職種協働研修等により必要な人材の

確保・育成に取り組んでいきます。

２ 在宅医療の充実

○ 後志圏域においても道内の他圏域と同様、年々高齢化が進んでいくことから、

今後、長期にわたる療養や介護を必要とする方の増加が見込まれますが、患者の

生活の質（QOL）の向上や住み慣れた自宅で終末期を迎えたいと願う患者の増加

等から、在宅医療は、一層必要性が増してきます。

○ また、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療と介護の連携を

推進し、医療と介護の提供体制を一体的に整備するなどし、地域包括ケアを構築

していく必要があります。

○ 現在、後志圏域における在宅医療については、終末期も含め２４時間体制で患

者の急変等に対応できる在宅療養支援病院（２カ所）及び在宅療養支援診療所（２

６カ所）や訪問看護事業所（１７カ所）が中心となって取り組んでいます。

○ 患者・住民の視点に立てば、在宅療養支援病院等に加え、日頃から身近で相談

に乗ってもらえる「かかりつけ医」を持つことが重要であり、「かかりつけ医」

はその機能を地域で十分に発揮することが期待されます。

○ こうした在宅医療の充実のためには、病院、診療所、歯科診療所、薬局、訪問

看護事業所、地域医師会等の関係団体等との連携が不可欠であることから保健所
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がコーディネート役となり、医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、リハビリテー

ション関連職種、医療ソーシャルワーカー等多職種協働による在宅医療に関する

研修を行うなど、在宅医療を担う人材の確保・育成や多職種間の連携体制を構築

するほか、後志保健医療福祉連携推進会議在宅医療部会において地域に望まれる

在宅医療のあり方などについて協議を進めていきます。

○ また、地域包括ケアシステムの構築に向け、地域医療介護総合確保基金（介護

分）を活用し、生活支援コーディネーターの配備、見守り体制の充実強化、認知

症地域支援推進員の設置などを進めていきます。

○ こうした取組により医療機関の在宅医療への参入の動機付けを促進するととも

に、地域包括ケアシステムの充実を図り、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続

できる環境を整備していきます。

３ 医療従事者の確保・養成

○ 地域における医療提供体制を構築する上で、医療従事者の確保・養成は不可欠

ですが、後志圏域における医療従事者の状況は、人口１０万対比で見ると、小樽

市は医師や薬剤師、看護師とも全道平均並となっているものの、他の町村は下回

っている状況にあります。

○ 限りある医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するためには、各

医療職種の高い専門性を前提とし、業務を分担するとともに互いに連携・補完し

合うチーム医療を推進していくことが必要です。

在宅医療の充実

一体的な整備

高度
急性期

急性期
回復期

慢性期

【課題】
かかりつけ医の確保

病院、診療所、歯科、薬局、訪問看護、医師会等の連携
口腔機能の管理

在宅医療を担う
診療所の後方支援

医療機能の分化・強化 在宅医療

外来医療

介護サービスの充実

地域包括ケアシステムの構築多職種連携の促進、人材確保

退院支援
療養生活支援
急変時の対応

看取り
地域密着型

サービス

居宅
サービス

介護保険施設
サービス

医療との
連携強化

道

医療機関 介護事業所

市町村

●在宅患者訪問診療実施医療機関
●訪問看護ステーション

●機能強化型在宅療養支援病院
●機能強化型在宅療養支援診療所
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○ チーム医療の推進に当たっては、専門職人材の確保が重要であり、医師、歯科

医師、薬剤師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医療ソーシャルワーカ

ー等の専門職について人材確保に取り組む必要があります。

○ 医療従事者の確保は、入院医療だけではなく、在宅医療の推進においても求め

られていることから、地域包括ケアシステムの構築の観点から、市町村とも連携

を図りながら進める必要があります。

○ こうした課題に対応するため、北海道医療対策協議会での検討を踏まえ、地域

医療支援センター等を活用した医師等の偏在の解消や医療勤務環境改善支援セン

ター等を活用した医療機関の勤務環境の改善、看護職員の確保・定着・離職防止、

ワーク・ライフ・バランスの確立に向け、地域医療介護総合確保基金（医療分）

を有効に活用しながら医療従事者の確保・養成に取り組んでいきます。

医療従事者の確保・養成

●医療技術者の修学資金制度

医療提供体制

構築

修学資金制度

チーム医療

環境整備

養成

●限りある医療資源の活用
●他職種連携の促進

確保 定着

●勤務環境の改善
●離職防止
●ワークライフバランスの確立

地域医療支援センター

＜地域医療介護総合確保基金の活用＞

●医師派遣
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第７節 医療計画における５疾病・５事業の状況

１ ５疾病・５事業及び在宅医療

北海道医療計画においては、患者数が多く、かつ死因の上位を占めるなどの理由か

ら、がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４つの生活習慣病に精神疾患を加えた５

疾病と地域医療において重要な課題となっている５事業（救急医療、災害医療、へき

地医療、周産期医療、小児医療（小児救急含む））に在宅医療を含めたそれぞれの医

療連携体制の構築を図ることとしています。

北海道には、二次医療圏は２１圏域ありますが、５疾病・５事業ごとに、地域の実

情に応じて、それぞれの圏域を設定しています。

がん、救急医療（三次）、周産期医療（地域周産期センター整備）、小児医療（高

度・専門医療、三次救急）は、三次圏域を単位に設定しています。

精神疾病（精神科救急）は、三次医療圏を基本に、道央圏域を３分割し、計８圏域

で設定しています。

５疾病・５事業

圏域数

（全道）

道央

札幌 後志
南空知･中空知･

北空知

西胆振･東胆振

･日高

５

疾

病

がん 6

脳卒中 21 ■ ■ ■ ■

急性心筋梗塞 21 ■ ■ ■ ■

糖尿病 21 ■ ■ ■ ■

精神疾患 21 ■ ■ ■ ■

精神科救急 8

５

事

業

救急医療
二次救急 21 ■ ■ ■ ■

三次救急 6

災害医療 21 ■ ■ ■ ■

へき地医療 － ■ ■ ■

周産期医療
地域周産期センター 21 ■ ■ ■ ■

総合周産期センター 6

小児医療
専門医療・二次救急 21 ■ ■ ■ ■

高度専門医療・三次救急 6
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２ 指定医療機関等の状況

がん診療拠点病院

市 町 村 医療機関名

指定なし

　「がん診療連携拠点病院の整備に関する指針」（平成18年２月１日付健発第0201004号厚生労働
省健康局長通知）により厚生労働大臣が指定したがん診療連携拠点病院

備　　　　考

（平成25年1月1日現在）

がん診療連携指定病院

市 町 村 医療機関名

小 樽 市 小樽市立病院

　「北海道がん診療連携指定病院整備要綱」（平成24年12月28日付地保第3277号北海道保健福祉部
長通知）により北海道知事が指定した病院

備　　　　考

（平成27年4月1日現在）

脳卒中の急性期医療を担う医療機関

市 町 村 医療機関名

小樽市立病院

医療法人社団　北匠会　小樽中央病院

　次の①～③が24時間対応可能である病院・診療所（病院群輪番制をとっている圏域については、
救急当番日のみの 場合を含む）
　①血液検査及び画像（ＣＴ・ＭＲＩ、超音波検査等）
　②開頭手術(脳動脈瘤クリッピング術、脳内血腫除去術、減圧開頭術等)、外科的血行再建術、か
　　つ脳血管内手術
　③ｔ－ＰＡによる血栓溶解療法

備　　　　考

（平成27年7月1日現在）

小 樽 市

脳卒中の回復期医療を担う医療機関

市 町 村 医療機関名

医療法人社団 島田脳神経外科

医療法人 ひまわり会 札樽病院

医療法人社団　北匠会　小樽中央病院

医療法人 航和会 脳神経外科おたる港南クリニック

医療法人社団 一視同仁会 札樽・すがた医院

社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院

倶知安町 ＪＡ北海道厚生連 倶知安厚生病院

余 市 町 社会福祉法人　北海道社会事業協会余市病院

岩 内 町 社会福祉法人　北海道社会事業協会岩内病院

　次の①②の両方を満たす病院・診療所
　①脳血管疾患等リハビリテーション料の保険診療に係る届出をしている
　②脳卒中の回復期リハビリテーションの対応が可能

(平成27年7月１日現在）

小 樽 市

備　　　　考

急性心筋梗塞の急性期医療を担う医療機関

市 町 村 医療機関名

医療法人社団　北匠会　小樽中央病院

小樽市立病院

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

　次の①～③が24時間対応可能であり（病院群輪番制をとっている圏域については、救急当番日の
みの場合を含む）、 かつ、④または⑤を満たす病院・診療所
　①放射線等機器検査（心電図・冠動脈造影等）
　②臨床検査（血清マーカー等）
　③経皮的冠動脈形成術の治療
　④冠動脈バイパス術等外科的治療が実施可能
　⑤冠動脈バイパス術等外科的治療は実施しないが、他医療機関への紹介が可能

小 樽 市

備　　　　考

(平成27年7月１日現在）
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糖尿病公表該当医療機関

市 町 村 医療機関名 ① ② ③

松原内科クリニック ○ ○ ○

太田医院 ○

医療法人社団 心優会 野口病院 ○ ○ ○

藤澤心臓血管クリニック ○ ○

本間内科医院 ○ ○ ○

医療法人社団 三ツ山病院 ○ ○ ○

医療法人社団 消化器科・内科高橋医院 ○ ○ ○

医療法人社団 小野内科医院 ○ ○ ○

医療法人社団 吉澤内科クリニック ○ ○

医療法人社団 島田脳神経外科 ○ ○ ○

医療法人 いそがい内科クリニック ○ ○ ○

医療法人社団 桜台クリニック ○

小樽市立病院 ○ ○ ○

医療法人社団 阿久津内科医院 ○ ○ ○

医療法人 うのクリニック ○ ○ ○

一般社団法人日本海員掖済会 小樽掖済会病院 ○ ○

医療法人社団 高村内科医院 ○ ○

医療法人 ひまわり会 札樽病院 ○ ○ ○

医療法人社団 潮見台内科クリニック ○ ○ ○

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院 ○ ○

社会福祉法人恩賜財団 済生会支部 北海道済生会小樽病院 ○ ○ ○

医療法人社団 うりた循環器科・内科クリニック ○ ○

医療法人社団 大橋内科胃腸科クリニック ○ ○ ○

医療法人社団 松島内科 ○

医療法人社団　常見医院 ○ ○ ○

医療法人社団 祁答院医院 ○ ○ ○

寿都町立寿都診療所 ○ ○ ○

勤医協黒松内診療所 ○ ○ ○

社会福祉法人黒松内つくし園 緑ヶ丘ハイツ診療所 ○

医療法人社団 静和会 昆布温泉病院 ○ ○ ○

蘭越町立昆布診療所 ○ ○

ニセコ町 医療法人 ニセコ医院 ○ ○

喜茂別町立クリニック ○ ○ ○

杯クリニック ○ ○ ○

留寿都村 留寿都診療所 ○ ○ ○

ひまわりクリニックきょうごく ○ ○ ○

医療法人社団創成会　羊蹄グリーン病院 ○

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 ○ ○ ○

医療法人社団 健生会 さとう内科医院 ○ ○ ○

積 丹 町 積丹町立国民健康保険診療所 ○ ○

仁 木 町 医療法人社団 森内科胃腸科医院 ○ ○ ○

医療法人社団 池田内科クリニック ○ ○ ○

医療法人社団 修徳会林病院 ○ ○ ○

医療法人社団 倫仁会 小嶋内科 ○ ○ ○

勤医協余市診療所 ○ ○ ○

医療法人社団 佐野内科クリニック ○ ○ ○

医療法人社団 滋恒会 中島内科 ○ ○ ○

社会福祉法人 北海道社会事業協会 余市病院 ○ ○ ○

医療法人社団 勝田内科皮フ科クリニック ○ ○ ○

わたなべ内科医院 ○ ○ ○

医療法人社団　田中内科医院 ○ ○ ○

赤井川村 赤井川診療所 ○ ○ ○

小沢診療所 ○ ○ ○

前田診療所 ○ ○

発足診療所 ○ ○ ○

医療法人社団 石山内科循環器科クリニック ○ ○ ○

医療法人 岩内大浜医院 ○ ○ ○

社会福祉法人 北海道社会事業協会岩内病院 ○ ○ ○

泊    村 村立茅沼診療所 ○ ○ ○

倶知安町

余 市 町

共 和 町

蘭 越 町

喜茂別町

京 極 町

小 樽 市

寿 都 町

黒松内町

備　考

(平成27年7月１日現在）

　北海道医療機能情報公表制度に基づく､医療機能情報の報告内容から､次の①から③の項目のいず
れかに該当する医療機関
　① インスリン療法を行うことができること
　② 糖尿病患者教育（食事療法・運動療法・自己血糖測定）を行うことができること
　③ 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導を行うことができること

岩 内 町
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③往診・訪問看護実施施設　

　ア往診料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入院時等医学総合管理料

市 町 村 医療機関名

小 樽 市 医療法人社団豊明会木下病院

備　　　　考

③往診・訪問看護実施施設

　イ精神科訪問看護･指導料

市 町 村 医療機関名

小樽市立病院

医療法人社団正心会岡本メンタルクリニック
小 樽 市

備　　　考

①有床精神科病院

市 町 村 医療機関名

医療法人北仁会石橋病院

大倉山学院　※医療型障がい児（者）入所施設であるため、一般外来は受付していません

医療法人西病院

医療法人社団豊明会木下病院

小樽市立病院

倶知安町 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

京 極 町 医療法人社団創成会羊蹄グリーン病院

余 市 町 医療法人社団修徳会林病院

小 樽 市

精神疾患の｢予防・アクセス｣､｢治療・回復・社会復帰｣(うつ病を含む)に係る医療機能を担う医療
機関

○　次の基準に該当する医療機関
　①　有床精神科病院
　　　医療法第７条に基づく精神病床を有する病院(基準日現在において病床休止中の病院を除く)
　②  精神科デイ・ケア等実施施設
　　　精神科デイ・ケア等を実施している医療機関であって、厚生労働大臣の定める次の保険診療
　　に係る届出をしているもの
　　・精神科デイ・ケア（大規模なもの・小規模なもの）、精神科ナイト・ケア、精神科デイ・ナ
　　　イト・ケア、精神科ショート・ケア（大規模なもの・小規模なもの）
　③　往診・訪問看護実施施設
　　ア　医療法に基づく診療科目名を「精神科」又は「神経科」等としている医療機関であって、
　　　次の保険診療を行っているもの
　　　・往診料、在宅患者訪問診療料、在宅時医学総合管理料、特定施設入居時等医学総合管理料
　　イ　次の保険診療を行っている医療機関
　　　・精神科訪問看護・指導料

備　　　　考

（平成26年1月1日現在）

②精神科デイ・ケア等実施施設

市 町 村 医療機関名

医療法人北仁会石橋病院

小樽市立病院

倶知安町 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

余 市 町 医療法人社団修徳会林病院

岩 内 町 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院

備　　　　考

小 樽 市
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精神科救急・身体合併症に係る医療機能を担う医療機関

市 町 村 医療機関名 ① ② ③ ④

医療法人北仁会石橋病院 ○

医療法人西病院 ○

医療法人社団豊明会木下病院 ○

小樽市立病院 　 ○ ○ ○

倶知安町 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 ○

余 市 町 医療法人社団修徳会林病院 ○

小 樽 市

北海道精神科救急医療体制整備事業実施要綱に定める次の医療機関
　①　精神科救急医療施設
　　　輪番制により休日・夜間の診療体制及び１床以上の空床を確保する精神科病院
　②　合併症受入協力病院
　　　身体合併症を有する精神疾患患者について、身体疾患の治療を優先させる必要がある場合に
　　入院受入れ及び治療を行う病院
　③　遠隔地域支援病院
　　　輪番病院（当番病院）等から離れた地域の患者について、当番病院から要請があった場合に
　　受入れ及び治療を行う精神科病院
　④　後方支援病院
　　　救急医療を終了した者について、当番病院から要請があった場合に受入れ及び治療を行う精
　　神科病院

備考

（平成26年1月1日現在）

認知症に係る医療機能を担う医療機関一覧

①認知症疾患医療センター

市 町 村 医療機関名

小樽市 小樽市立病院

②鑑別診断実施施設

市 町 村 医療機関名

余 市 町 医療法人社団修徳会林病院

京 極 町 医療法人社団創成会羊蹄グリーン病院

④認知症治療病棟を有する医療機関

市 町 村 医療機関名

京 極 町 医療法人社団創成会羊蹄グリーン病院

⑤重度認知症デイ・ケア実施施設

市 町 村 医療機関名

京 極 町 医療法人社団創成会羊蹄グリーン病院

備　　　考

備　　　考

備　　　考

備　　　考

　次の基準に該当する医療機関
　①認知症疾患医療センター
　　北海道認知症疾患医療センター運営実施要綱に基づき、北海道知事が指定した医療機関
　②鑑別診断実施施設
　　認知症の鑑別診断を実施することができる医療機関であって、次の要件をいずれも満たすもの
　　ア　｢日本老年精神神経医学会専門医｣､｢日本認知症学会専門医｣又は｢認知症に係る経験が５年
　　　以上の医師｣が専任配置されていること
　　イ　臨床心理技術者が１名以上配置されていること（兼務可）
　③専門医（②を除く）
　　②以外の医療機関で「日本老年精神神経医学会専門医」又は｢日本認知症学会専門医｣が専任配
　置されているもの
　④認知症治療病棟を有する医療機関
　　認知症の専門病棟を有する医療機関であって、厚生労働大臣が定める次の保険診療に係る届出
　をしている施設
　　・認知症治療専門病棟入院料届出医療機関
　⑤重度認知症デイ･ケア実施施設
　　重度認知症デイ･ケアを実施している医療機関であって､厚生労働大臣が定める保険診療に係る
　届出をしているもの

（平成27年7月16日）
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休日夜間急患センター 一覧
　　

　 (平成28年1月1日）

町村名 医療機関名 所　在　地 診療科目

小樽市 小樽市夜間急病センター 小樽市住ノ江1丁目7番16号 内科・小児科・外科

　休日・夜間における比較的軽症な救急患者の医療を確保するため、市町村が設置する休日夜間急患センター

初期救急医療機関及び二次救急医療機関

(平成28年1月1日）

第三次 第二次

医療圏 医療圏 市区町村 在宅当番医制 休日夜間急患ｾﾝﾀｰ 救告 輪番 ★救急告示 ●輪番参加 ※診療所

道　央 後　志 小樽市 小樽市医師会 小樽市夜間急病センター 12 9 【二次救急医療機関数 12 】

島牧村 寿都医師会 ★ ● 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

寿都町 寿都医師会 ★ ● 小樽市立病院

黒松内町 寿都医師会 ★ ● 医療法人社団北匠会小樽中央病院

蘭越町 羊蹄医師会 ★ ● 小樽掖済会病院

ニセコ町 羊蹄医師会 ★ ※医療法人社団島田脳神経外科

真狩村 羊蹄医師会 ★ ●
社会福祉法人恩賜財団北海道支部
北海道済生会小樽病院

留寿都村 羊蹄医師会 ★ ● 医療法人ひまわり会札樽病院

喜茂別町 羊蹄医師会 ★ ※寿都町立寿都診療所

京極町 羊蹄医師会 ★ 黒松内町国民健康保険病院

倶知安町 羊蹄医師会 ★ ● ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院

積丹町 ★ ● 社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院

古平町 ★ ● 社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院

仁木町

余市町 余市医師会

赤井川村

共和町 岩内古宇郡医師会

岩内町 岩内古宇郡医師会

泊村 岩内古宇郡医師会

神恵内村 岩内古宇郡医師会

初期救急医療機関 二次救急医療機関

○初期救急医療機関休日・夜間における比較的軽症な救急患者の医療を確保するため、在宅当番医制を実施する市町村（郡市医師会）並びに市町村が設置する休

　日夜間急患センター

○二次救急医療機関救急隊により搬送される傷病者に関する医療を担当する医療機関として「救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）」に基づき北
　海道知事が認定した救急告示医療機関及び休日・夜間に入院を要する重症救急患者に対応する救急医療機関として病院群輪番制に参加する医療機関
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ＤＭＡＴ指定医療機関

（平成28年1月1日）

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

指　定　病　院　名 指 定 年 月 日

小樽市立病院 平成26年３月26日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成26年３月26日

　災害時に迅速に駆けつけ、救急医療活動を行うために専門的な訓練を受けた北海道ＤＭＡＴとし
て北海道知事が指定した病院

道　　央 後　　志

休日夜間急患センター 一覧
　　

　 (平成28年1月1日）

町村名 医療機関名 所　在　地 診療科目

小樽市 小樽市夜間急病センター 小樽市住ノ江1丁目7番16号 内科・小児科・外科

　休日・夜間における比較的軽症な救急患者の医療を確保するため、市町村が設置する休日夜間急患センター

へき地診療所
過疎地域等 無医地区等

無歯科医地
区  等

島牧村 島牧診療所 島牧診療所

黒松内町
黒松内町国保病院白
井川診療所

　

真狩村 真狩村野の花診療所

留寿都村 留寿都診療所

積丹町 積丹町立国保診療所

神恵内村
神恵内村立神恵内診
療所

神恵内歯科診
療所

赤井川村 赤井川診療所

仁木町
医療法人社団森内科
胃腸科医院

ニセコ町 医療法人ニセコ医院

古平町
小樽掖済会病院附属
古平診療所

泊村 村立茅沼診療所

市町村

ＪＡ北海道厚生連
倶知安厚生病院

へき地医療拠点病院及びへき地診療所等

（平成27年9月1日現在）

７町村
１３地区

７町村
１５地区

（H21.10） （H21.10）
(国保直営診療所
　　　　　含む) 特定診療所

へき地医療
拠点病院

災害拠点病院

（平成28年1月1日）

【基幹災害拠点病院（１施設）】

指 定 病 院 名 指 定 年 月 日

札幌医科大学附属病院 平成９年１月７日

【地域災害拠点病院 (32施設) 】

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

指 定 病 院 名 指 定 年 月 日

小樽市立病院 平成９年１月７日

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 平成23年11月１日

　災害時における医療の確保及び搬送体制の整備を図るため、北海道知事が災害拠点病院として指
定した病院

道　　央 後　　志

圏　　　域

全　道　域
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助産師外来・院内助産所開設医療機関

市町村 医療機関名 助産師外来 院内助産所

倶知安町 ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 ○

（平成27年4月1日現在）

小児救急医療支援事業参加病院一覧（小児二次救急医療体制）
［医療機関名公表基準］

事業開始時期 参　加　病　院  名

道　　央 後　　志 平成18年10月 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

　休日・夜間に入院を要する小児の重症救急患者に対応する救急医療機関として小児救急医療支援事
業（病院群輪番制）に参加する病院

小児救急医療支援事業実施状況

（平成27年４月１日現在）

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

周産期母子医療センター

第 三 次
医 療 圏

第 二 次
医 療 圏

医療機関名 区分
【 指 定 年 月 日 】
( 認 定 年 月 日 )

道  　央 後　  志
社会福祉法人北海道社会事業協会
小樽病院

地域 ( 平成13年10月１日)

  高度な周産期医療を行う医療機関として北海道知事が指定又は認定した周産期母子医療センター

（平成26年４月１日現在）

産科又は産婦人科を標ぼうする医療機関

市町村 無床診療所

●
社会福祉法人北海道社会事業協
会小樽病院

●
おたるレディースクリ
ニック

医療法人社団新開レ
ディースクリニック

小樽市立病院

倶知安町 ●
ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病
院

　

寿都町 寿都町立寿都診療所

余市町
社会福祉法人北海道社会事業協
会余市病院

※　●は分娩実施中の医療機関

（平成27年10月1日現在）

小樽市

病　　　院 有床診療所
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小児科医療の重点化病院

第三次
医療圏

第二次
医療圏

重  点  化  病  院  名 備　考

道　央 後　志 社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院

（平成２５年１月３１日現在）

小児科又は小児外科を標ぼうする医療機関

所管
保健所

病　院 有床診療所 無床診療所

社会福祉法人恩賜財団済世生会支部北
海道済生会西小樽病院

中垣内科小児科医院 医療法人社団和賀内科医院

小樽市立病院
医療法人社団　大橋内科胃腸科クリ
ニック

桂田医院

社会福祉法人　北海道社会事業協会小
樽病院

医療法人社団常見医院 医療法人社団敬愛会本多医院

医療法人社団三ツ山病院 新田医院

小田内科小児科医院

医療法人社団つだ小児科

そとぞの内科医院

ほんま小児科医院

医療法人社団城小児科クリニック

小樽市夜間急病センター

医療法人社団小野内科医院

医療法人社団梅ヶ枝内科・眼科クリ

ニック

社会福祉法人　北海道社会事業協会余
市病院

医療法人ニセコ医院 医療法人社団祁答院医院

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 島牧診療所
社団法人北海道勤労者医療協会黒松内

診療所

寿都町立寿都診療所 真狩村野の花診療所

蘭越診療所 留寿都診療所

医療法人社団健生会さとう内科医院 倶知安町保健福祉会館

医療法人社団幸和会くとさん外科胃腸

科

ようてい小児科・アレルギー科クリ
ニック

医療法人社団田中内科医院

医療法人社団ながい小児科医院

積丹町立国民健康保険診療所

仁木町保健センター医務室

赤井川診療所

社会福祉法人　北海道社会事業協会岩
内病院

小沢診療所

発足診療所

医療法人社団東山クリニック

医療法人社団前田診療所

医療法人社団前田医院

神恵内村立神恵内診療所

（平成24年10月1日現在）

倶 知 安

岩内

小 樽 市
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第８節 地域医療構想策定後の取組

１ 構想策定後の実現に向けた取組

（１）基本的な事項

構想策定後は、後志圏域地域医療構想調整会議において、関係者との連携を図

りつつ、地域の目指す姿を踏まえて将来必要となる病床数や病床機能を確保する

ために必要な協議を行うほか、各医療機関が自主的な取組を行うことが必要です。

（２）各医療機関での取組

各医療機関は、自らの行っている医療内容やその体制に基づき、将来目指して

いく医療について検討を行うことが必要となります。

その上で、自院内の病床の機能分化を進めるに当たり、病床機能報告制度によ

り、圏域における他の医療機関の各機能の選択状況等を把握することが可能にな

ります。また、地域医療構想により、圏域における病床の機能区分ごとの２０２

５年における必要病床数を把握することができます。これら２つの情報（データ）

を比較するなどして、地域における自院内の病床機能の相対的位置付けを客観的

に把握した上で、次のような自主的な取組を進めることが可能になります。

まず、様々な病気の患者が入院している個々の病棟について、高度急性期機能

から慢性期機能までの選択を行った上で、病棟単位で当該病床の機能に応じた病

床管理の方法や、それに応じた必要な体制の構築などを検討します。

併せて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議を活用した医療機関相

互の協議により、地域における病床の機能の分化と連携に応じた自院の位置付け

を確認することが可能になります。例えば、がん入院医療の役割を医療機関の間

で臓器別に分担すること、回復期のリハビリテーション機能を集約化すること、

療養病床について在宅医療等への転換を進めること等が挙げられます。

以上の取組から年度毎の病床機能報告への反映や地域医療介護総合確保基金の

活用を検討し、更なる自院の運営の改善と地域における役割の明確化を図ります。

また、これらの取組により、圏域全体の病床機能報告制度における病床機能別

の報告病床数と、将来必要となる機能別病床数の差異を把握し、不足する機能の

解消や推計される患者数との整合が図れることになります。

なお、医療機関がこのような取組を行う際には、患者・住民の理解が不可欠で

あり、自らの状態に応じた医療機能や医療機関を選択することが重要であるため、

医療機関だけではなく、保険者や関係者と協調しながら、患者・住民への啓発に

取り組むことが重要です。
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（３）北海道（後志総合振興局）の取組

医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能の分化及

び連携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するために、医療機関への情

報提供を含め、北海道において、次の各段階における取組を行っていきます。

ア 病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数の推計との比較

後志総合振興局（以下「振興局」という。）は、病床の機能の分化及び連携

について、まずは病床機能報告制度によって、圏域の各医療機関が担っている

病床機能の現状を把握・分析をします。

その結果を踏まえ、圏域における病床の機能区分ごとの将来の医療需要と必

要病床数とを、地域全体の状況として把握します。

イ 病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握

振興局は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握すること

ができるよう、圏域における病床の機能区分ごとの医療機関の状況を整理する

必要があります。

病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考となる項目が

報告されていることから、これらを基に、各医療機関が地域における将来のあ

るべき姿に応じて検討できるような資料・データを振興局が作成します。

ウ 地域医療構想調整会議の促進に向けた具体策の検討

地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相互の協

議を促進していきますが、そのためには、振興局は各医療機関の自主的な取組

を改めて促進する必要があります。

これを踏まえ、道は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催するなど、不

足すると考えられる病床機能への対応（過剰となると見込まれる病床機能から

の転換を含む。）について、具体的な協議を促進します。

その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなりますが、早

い段階で２０２５年までの本構想区域における工程表を策定することを目指し

ます。

エ ２０２５年までのＰＤＣＡ

工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置

付けを検討し、病棟ごとに担う病床機能に応じた対応を行うことを促進する必

要があります。

このため、２０２５年まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の変更も含

め、必要な病床機能別の病床数の確保や医療供給体制の整備を図っていく必要

があります。

その際、圏域内で、不足する病床機能の確保のためには、過剰となっている

病床機能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能と
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なるという視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と

推計される患者数との整合性を図ることができるよう検討を重ねます。

２ 北海道知事による対応

医療法改正等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向けて次の対応が可能

とされたことから、地域医療の実情を把握し、北海道医療審議会や地域医療構想調整

会議を円滑に運営させることにより、適切に対応することが必要です。

（１）病院・有床診療所の開設・増床等への対応

病院・有床診療所の開設・増床等の許可の際に、不足している病床の機能区分

に係る医療の提供という条件を付することができます（指定都市にあっては、指

定都市の市長に当該条件を付するよう求めることができます）（医療法第７条第

５項）。

（２）既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応

過剰な病床の機能区分に転換しようとする理由等を記載した書面の提出を求め

ることができます（医療法第30条の15第１項）。

当該書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、地域医療構想調整

会議における協議に参加するよう求めることができます（同条第２項）。

地域医療構想調整会議における協議が調わないとき等は、北海道医療審議会に

出席し、当該理由等について説明をするよう求めることができます（同条第４

項）。

地域医療構想調整会議における協議の内容及び北海道医療審議会の説明の内容

を踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、北海道医療審

議会の意見を聴いて、過剰な病床機能に転換しないことを公的医療機関等に命令

することができます。なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、要請す

ることができます（同条第６項及び第７項）。

（３）地域医療構想調整会議における協議が調わない等、自主的な取組だけでは不足

している機能の充足が進まない場合の対応

北海道医療審議会の意見を聴いて、不足している病床の機能区分に係る医療を

提供すること等を公的医療機関等に指示することができます。なお、公的医療機

関等以外の医療機関にあっては、要請することができます。

（４）稼働していない病床への対応

病床過剰地域において、公的医療機関等が正当な理由がなく病床を稼働してい

ないときは、北海道医療審議会の意見を聴いて、当該病床の削減を命令すること

ができます。（医療法第７条の２第３項）。なお、公的医療機関等以外の医療機
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関にあっては、病床過剰地域において、かつ医療計画の達成の推進のため特に必

要がある場合において、正当な理由がなく病床を稼働していないときは、北海道

医療審議会の意見を聴いて、当該病床の削減を要請することができます（同法第

30 条の12 第１項）。

３ 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

地域医療構想について北海道は、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を定

期的に実施し、必要に応じて施策の見直しを図るなど、ＰＤＣＡサイクルを効果的に

機能させることが必要です。

地域医療構想を実現するための施策において、地域医療介護総合確保基金を活用し

た事業については、北海道計画に位置付けることとなります。また、地域医療構想の

目標等と連動しつつ、基金が適切に活用されたことが確認できる評価指標を設定する

必要があります。

４ 住民への公表

医療を受ける当事者である患者・住民が、医療提供体制を理解し、適切な受療行動

をとるためには、計画の評価や見直しの客観性及び透明性を高める必要があることか

ら、北海道はこれらをホームページ等で住民に分かりやすく公表します。
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第９節 資 料（データ等）

１ 検討経緯

月 日 地域医療構想調整会議 その他

平成27年10月29日 第１回調整会議開催（設置、会長等選任、幹

事会設置、地域医療構想の説明）

平成28年 2月18日 第１回幹事会（要領、幹事長選任、構想たた

き台の検討、協議）

平成28年 4月14日 第２回幹事会（構想たたき台の検討、協議）

２ 地域医療構想調整会議設置要綱、委員名簿

後志圏域地域医療構想調整会議設置要領
（設置）
第１条 地域医療構想を策定する区域（医療法第30条の４第２項第７号の規定により定め
る区域のこと。以下「構想区域」という。）において、関係者との連携を図りつつ、将
来の病床数の必要量を達成するための方策その他地域医療構想の達成を推進するために
必要な協議を行うため、医療法第30条の14第１項に定める「協議の場」として後志圏域
地域医療構想調整会議（以下「調整会議」という。）を設置する。
（所掌事項）
第２条 調整会議は、構想区域内における次の事項について協議する。
(１) 病院・有床診療所が担うべき病床機能に関する事項
(２) 病床機能報告制度による情報等の共有に関する事項
(３) 北海道計画（地域医療介護総合確保基金の年度ごとの事業計画）に盛り込む事業に

関する事項
(４) その他の地域医療構想の達成の推進に関する事項
（組織）
第３条 調整会議は、次に掲げる者又は団体に所属する者から、後志総合振興局長が委嘱
した委員で組織する。

（１）学識経験者
（２）医療関係団体
（３）医療保険者
（４）市町村
（５）医療を受ける立場にある者
（６）その他必要と認められる者
（委員の任期）
第４条 委員の任期は２年とする。ただし、任期途中で退任した委員の後任者の任期は、
前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。
（議長及び副議長）
第５条 調整会議に、議長及び副議長を置く。
２ 議長及び副議長は、委員が互選した者をもって充てる。
３ 議長は、調整会議を代表し、会務を総理する。
４ 議長に事故があるときのほか、議事の内容により議長に重大な利益又は不利益が生
じるおそれがあると委員の過半数が認める場合は、副議長がその職務を代理する。

（会議）
第６条 調整会議は、必要の都度議長が招集する。
２ 議長は、調整会議における協議をより効果的・効率的に進める観点から、議事等の
必要に応じて、委員の参加を制限することができるほか、委員以外の関係者の参加を
求めることができる。
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（幹事会）
第７条 調整会議には、必要に応じ、調整会議の承認を得て、幹事会を置くことができる。
（庶務）
第８条 調整会議に関する庶務は、後志総合振興局保健環境部において処理する。
（その他）
第９条 この要領に定めるもののほか、調整会議の運営に関し必要な事項は、議長が調整
会議に諮って定める。
附 則
この要領は、平成２７年１０月２９日から施行する

後志圏域地域医療構想調整会議委員名簿

役　職 氏　　名 摘　要

一般社団法人小樽市医師会 会長 阿久津光之 議　長

一般社団法人小樽市医師会 副会長 大庭　久貴

一般社団法人羊蹄医師会 会長 皆川　幸範

一般社団法人余市医師会 会長 小嶋　研一

一般社団法人寿都医師会 会長 秀毛　寛己

一般社団法人岩内古宇郡医師会 会長 北山　　秀

小樽市病院局 局長 並木　昭義

社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生会小樽病院 院長 近藤　真章

医療法人社団青優会南小樽病院 院長 大川　博樹

ＪＡ北海道厚生連倶知安厚生病院 院長 九津見圭司

社会福祉法人北海道社会事業協会余市病院 院長 吉田　秀明

社会福祉法人北海道社会事業協会岩内病院 院長 黒田　嘉和

小樽市 市長 森井　秀明

蘭越町 町長 宮谷内留雄

倶知安町 町長 西江　栄二 　副議長

岩内町 町長 上岡　雄司

余市町 町長 嶋　　　保

後志歯科医師会 会長 練合　哲哉

一般社団法人小樽市歯科医師会 会長 市村　昌久

公益社団法人北海道看護協会後志支部 支部長 森本千恵子

公益社団法人北海道看護協会小樽支部 支部長 坂本みよ子

一般社団法人北海道薬剤師会後志支部 支部長 若林　英昭

一般社団法人北海道薬剤師会小樽支部 支部長 桂　　正俊

小樽・後志地区社会福祉協議会連絡協議会 会長 谷口　　徹

後志老人福祉施設協議会 会長 小笠原光寛

後志地区身体障害者福祉協会 会長 佐々木　栄

後志手をつなぐ育成会連絡協議会 会長 初山　聡子

所　属　団　体


